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第１章  土地利用計画  

良 好 な市 街 地 を形 成 するためには、次 の内 容 に留 意 し設 計 されていること。 

 

〇環 境 の保 全 に努 めること 

・ 公 園 、緑 地 の適 切 な配 置 、緩 衝 緑 地 の設 置  

・ 道 路 網 と通 過 交 通 の排 除  

・ 下 水 道 施 設 の完 備  

 

〇災 害 の防 止 に努 めること 

・ 道 路 の最 小 幅 員 と緊 急 車 の通 行 確 保  

・ 避 難 通 路 、避 難 広 場 の配 置  

・ 消 火 栓 、防 火 水 槽 の適 正 な配 置  

 

〇通 行 の安 全  

・ 交 通 量 に適 した道 路 の配 置 及 び構 造  

・ 信 号 機 、照 明 灯 、ガードレール等 の設 置  

 

〇事 業 活 動 の効 率  

・ 集 会 所 、公 民 館 の設 置  

・ 保 育 園 、学 校 等 の配 置  

・ ポスト、公 衆 電 話 等 通 信 施 設 の設 置  
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第２章  住区構成と街区  

第 １ 節  住 宅 宅 地 開 発 事 業  

I .  住 区 構 成  

開 発 区 域 内 の住 区 構 成 は、次 のように段 階 的 に構 成 されていること。 

 

○隣 保 区 ：  幼 児 の行 動 範 囲 と成 人 の近 隣 交 際 範 囲 を中 心 とした住 宅 地 の最 小 単 位  

戸 数  戸 建 住 宅 の場 合 ５ ０ 戸 、集 合 住 宅 の場 合 １ ０ ０ ～ １ ５ ０ 戸  

人 口  ２ ０ ０ ～ ６ ０ ０ 人  

施 設  幼 児 遊 園 、集 会 室 、集 合 駐 車 場  

 

○近 隣 分 区  ：  児 童 の生 活 領 域 と成 人 の日 常 生 活 圏 でまとめられる単 位  

戸 数  ５ ０ ０ ～ １ ,０ ０ ０ 戸  

人 口  ２ ,０ ０ ０ ～ ４ ,０ ０ ０ 人  

施 設  街 区 公 園 、幼 稚 園 、日 用 品 店 舗 、集 会 所  

 

○近 隣 住 区  ：  小 学 校 の学 区 を単 位 としたまとまり 

戸 数  ２ ,０ ０ ０ ～ ２ ,５ ０ ０ 戸  

人 口  ７ ,０ ０ ０ ～ １ ０ ,０ ０ ０ 人  

施 設  小 学 校 、 近 隣 公 園 、 日 用 品 店 舗 、 集 会 所 、 管 理 事 務 所 、 交 番 ・ 駐 在 所 、

 診 療 所 、郵 便 局  

 

○地 区 ：  近 隣 住 区 が集 まって構 成 される。 

 

図 ２ － １ － １ （ 近 隣 住 区 概 念 図 ）  
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I I .  施 設 の配 置  

開 発 区 域 内 の施 設 配 置 は、表 ２ － １ － １ 、表 ２ － １ － ２ を標 準 とすること。 

 

表 ２ － １ － １ （ 施 設 の配 置 ）  

区 分  隣 保 区  近 隣 分 区  近 隣 住 区  地 区 

近 隣  

住 区 数  
  １  ２  ４  

戸 数  ５ ０ ～ １ ５ ０  
５ ０ ０ ～  

１ ， ０ ０ ０  

２ ， ０ ０ ０ ～  

２ ， ５ ０ ０  

４ ， ０ ０ ０ ～  

５ ， ０ ０ ０  

８ ， ０ ０ ０ ～  

１ ０ ， ０ ０ ０  

人 口  
２ ０ ０ ～ ６ ０

０  

２ ， ０ ０ ０ ～  

４ ， ０ ０ ０  

７ ， ０ ０ ０ ～  

１ ０ ， ０ ０ ０  

１ ４ ， ０ ０ ０ ～  

２ ０ ， ０ ０ ０  

２ ８ ， ０ ０ ０ ～  

４ ０ ， ０ ０ ０  

教 育 施

設  
 幼 稚 園  小 学 校  中 学 校  高 等 学 校  

福 祉 施

設  
 

保 育 所  

託 児 所  
  

社 会 福 祉  

施 設  

保 健   
診 療 所  

（ 巡 回 ）  

診 療 所  

（ 各 科 ）  
 

病 院  

（ 入 院 施 設 ）  

保 健 所  

保 安  
防 火 水 槽  

（ 消 火 栓 ）  
交 番 （ 巡 回 ）  

巡 査 駐 在 所  

消 防 （ 救 急 ）  

派 出 所  

 
警 察 署  

消 防 署  

集 会 施

設  
集 会 室  集 会 場   公 民 館  

文 化 施

設  
   図 書 館  

管 理 施

設  
 管 理 事 務 所  市 役 所 出 張 所  

通 信 施

設  
 

ポスト 

公 衆 電 話  
郵 便 局 、電 話 交 換 所  

商 業 施

設  
 日 用 品 店 舗  専 門 店 、スーパーマーケット 

サ ー ビ ス

施 設  
 共 同 浴 場  新 聞 集 配 所  銀 行  

映 画 館  

娯 楽 施 設  

 

表 ２ － １ － ２ （ 住 区 規 模 と施 設 配 置 ）  

近 隣 住 区

数  
１  ２  ３  ４  ５  ６  

近 隣 住 区 数 ５ ～

６ で 周 辺 人 口 を

吸 収 す る 場 合 、

次 の 諸 施 設 を 加

える。 

世 帯 数  

（ 千 世 帯 ）  

２ ～  

２ ． ５  
４ ～ ５  

６ ～  

７ ． ５  

８ ～ １

０  

１ ０ ～  

１ ２  

１ ２ ～  

１ ５  

人 口 （ 千

人 ）  

７ ～ １

０  

１ ４ ～  

２ ０  

２ １ ～  

２ ７  

２ ８ ～  

４ ０  

４ ０ ～  

４ ８  

４ ８ ～  

６ ０  
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中 学 校  ― １  ２  ２  ３  ３   

高 等 学 校  ― ― １  ２  ２  ３  各 種 学 校  

市 役 所 支

所  
― １  １  ２  ３  ４  市 役 所 （ 支 所 ）  

消 防 派 出

所  
― １  １  １  ２  ３  警 察 署 、消 防 署  

郵 便 局  ― １  １  ２  ３  ４   

病 院  ― １  １  ２  ２  ３  保 健 所  

コ ミ ュ ニ テ ィ

セ ン タ ー 
― ― １  １  １  １   

サ ー ビ ス ス

テーション※ 1  
― ― １  １  １  １   

鉄 道 駅  １  １  １  １  １  １   

駅 前 広 場  １  １  １  １  １  １   

地 区 公 園  ― ― ― １  １  １   

住 区 内  

店 舗 数 ※ 2  

８ ０ ～  

１ ０ ０  

１ ６ ０

～  

２ ０ ０  

３ ６ ０

～  

４ ５ ０  

４ ８ ０

～  

６ ０ ０  

８ ０ ０

～  

１ ０ ０ ０  

１ ０ ０ ０  

～  

１ ２ ０ ０  

小 デパート 

金 融 機 関  ― １  ２  ２  ２ ～ ３  ３ ～ ４  施 設 数 ＋ ２  

映 画 館  ― ― １  ２  ２ ～ ３  ３ ～ ４  施 設 数 ＋ ２  

 

I I I .  街 区 構 成  

（ １ ）  街 区 構 成 は 、 居 住 者 の 動 線 、 通 風 、 採 光 等 を 、 予 定 建 築 物 に 応 じ て 考 慮 し 、 も っ と も  

適 当 な構 成 とするとともに、全 体 として画 一 的 単 調 となりすぎないように計 画 すること。 

（ ２ ）  街 区 の長 さは、表 ２ － １ － ３ に掲 げる数 値 以 下 を標 準 とする。 

 

表 ２ － １ － ３ （ 住 区 規 模 と施 設 配 置 ）  

 長 辺 方 向  短 辺 方 向  備 考 

戸 建 住 宅 地  

連 続 建 住 宅

地  

８ ０ ～ １ ２ ０

ｍ  
３ ０ ～ ５ ０ ｍ   

集 合 住 宅 地  ２ ５ ０ ｍ  ２ ５ ０ ｍ  
隣 棟 間 隔 、駐 車 スペース、通 路 等 を総 合

的 に考 慮 すること。 

 

（ ３ ）  街 区 の短 辺 は、連 続 して主 要 幹 線 街 路 等 の主 として通 過 交 通 の用 に供 する道 路 に接 し

ないように計 画 すること。 

（ ４ ）  戸 建 住 宅 等 と利 便 施 設 が混 合 となる街 区 構 成 は避 けるように計 画 すること。 

（ ５ ）  街 区 と他 の部 分 との間 に１ メートル以 上 の高 低 差 がある街 区 については、原 則 として図 ２

 
※1  電気、ガス、上水道、下水道等のサービスステーション 
※2  地区中心に配置される店舗数は近隣住区の関係位置により異なる。なお、小売商店、飲食店、娯楽施設、その他のサービス施設

等を含む。 
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－ １ － ２ のとおり、外 周 に道 路 等 を配 置 すること。 

 

図 ２ － １ － ２  
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IV.  街 区 の形 態  

戸 建 住 宅 の街 区 の形 態 については、次 の種 類 がある。 

 

（ １ ）  格 子 型 （ 図 ２ － １ － ３ 参 照 ）  

ア  画 地 を長 辺 方 向 に２ 列 に配 置 するもので、最 も基 本 的 かつ一 般 的 な街 区 の形 態 である。 

イ  非 常 に簡 明 な街 並 み及 び住 宅 地 を形 成 するもので、規 模 によっては土 地 利 用 計 画 上

合 理 的 な方 法 であり、造 成 工 事 も比 較 的 楽 であるが、このパターンの連 続 は、街 並 み･

住 宅 地 が単 調 となる場 合 がある。 

ウ  通 過 交 通 を防 ぐため、丁 字 型 の交 差 点 を適 当 に用 いるものとする。 

 

図 ２ － １ － ３ （ 格 子 型 ）  

 

（ ２ ）  Ｕ 字 型 （ 図 ２ － １ － ４ 参 照 ）  

ア  袋 路 を２ つ連 結 したもの で、袋 路 の欠 点 を補 う長 所 (通 過 交 通 防 止 、落 ち 着 いた居 住

環 境 、歩 車 道 分 離 計 画 可 能 )を生 かした型 である。 

イ  居 住 者 の通 行 上 支 障 がないように、緑 道 、歩 行 者 専 用 道 路 等 を有 効 に配 置 すること。 
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図 ２ － １ － ４ （ Ｕ 字 型 ）  

 

（ ３ ）  並 列 型 （ 図 ２ － １ － ５ 参 照 ）  

ア  街 区 を背 割 りとせず両 面 道 路 とする方 法 で、店 舗 併 用 住 宅 に適 している。 

イ  幹 線 道 路 に接 する店 舗 併 用 住 宅 の場 合 、商 品 運 搬 車 により交 通 が阻 害 されることとな

るので、裏 側 道 路 を商 品 運 搬 路 とし、併 せて一 般 住 宅 と隔 離 することができる。 

ウ  住 宅 用 街 区 としてはプライバシーが損 なわれるので不 適 当 であり、土 地 利 用 の点 からも

不 経 済 である。 

 

図 ２ － １ － ５ （ 並 列 型 ）  

 

V.  画 地  

（ １ ）  画 地 の形 状 は、ほぼ正 方 形 に近 い長 方 形 とし、短 辺 と長 辺 の割 合 を１ ： （ １ ～ １ .５ ） 程 度

とすること。やむを得 ず尖 形 画 地 等 となる場 合 は、建 物 の配 置 上 支 障 のないよう十 分 な広 さ

とすること。 

（ ２ ）  一 画 地 の面 積 は、表 ２ － １ － ４ に掲 げる標 準 値 以 上 とすること。 

 

表 ２ － １ － ４ （ 画 地 面 積 ）  

区 分  市 街 化 区 域  
市 街 化 調 整 区

域  
備 考 

戸 建 住 宅

地  
１ ５ ０ ㎡以 上  ２ ０ ０ ㎡以 上  一 画 地 の 有 効 宅 地 ( 平 坦 な 部 分 )

は、宅 地 面 積 の８ ０ パーセント以 上

とすること。 連 続 住 宅

地  

１ 戸 当 たり 

１ ０ ０ ㎡以 上  

１ 戸 当 たり 

１ ５ ０ ㎡以 上  

専用住宅

店舗併用住宅

店舗併用住宅

専用住宅

公園・ 広場

歩行者専用道路
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（ ３ ）  画 地 は、道 路 より高 く計 画 すること。ただし、画 地 内 の排 水 に支 障 のない場 合 は、この限 り

でない。 

（ ４ ）  建 築 物 を建 築 する敷 地 の勾 配 は、原 則 としてほぼ平 坦 とし、画 地 内 の雨 水 排 水 ができる

こと。 

（ ５ ）  画 地 は、３ メートル以 上 道 路 に接 するものとし、原 則 として旗 竿 状 としないこと。ただし、旗

竿 状 敷 地 が開 発 区 域 内 で１ 区 画 以 内 であり、かつ、図 ２ － １ － ６ による場 合 は、この限 りで

ない。 

 

図 ２ － １ － ６  

 

 

第 ２ 節  その他 の宅 地 開 発 事 業  

I .  施 設 の配 置  

開 発 区 域 内 の施 設 は、土 地 利 用 計 画 に基 づき、適 切 に配 置 すること。 

 

I I .  街 区 ・ 画 地 の構 成  

（ １ ）  街 区 ･画 地 の居 住 者 または事 業 者 の動 線 、通 風 、採 光 等 を予 定 建 築 物 に応 じて考 慮 し、

最 も適 切 な構 成 とするとともに、全 体 として画 一 的 単 調 となりすぎないように注 意 すること。 

（ ２ ）  街 区 と他 の部 分 との間 に、１ メートル以 上 の高 低 差 がある街 区 については、原 則 として図

２ － １ － ２ のとおり、外 周 に道 路 等 を配 置 すること。（ 自 己 用 以 外 の開 発 行 為 に適 用 ）  

 

I I I .  画 地  

（ １ ）  画 地 は、道 路 より高 く計 画 すること。ただし、画 地 内 の排 水 に支 障 のない場 合 は、この限 り

でない。 

（ ２ ）  画 地 は、３ メートル以 上 道 路 に接 するものとし、原 則 として旗 竿 状 としないこと。 

（ ３ ）  建 築 物 を建 築 する敷 地 の勾 配 は、原 則 としてほぼ平 坦 とし、画 地 内 の雨 水 排 水 ができる

こと。 

（ ４ ）  画 地 (建 築 敷 地 )は、平 坦 な部 分 が８ ０ パーセント以 上 あること。 

宅地

道路

３
ｍ

以
上

２
５

ｍ
以

下
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第３章  造成工事  

造 成 工 事 は、本 章 の基 準 に適 合 するように設 計 されていること。また、岐 阜 市 における盛 土 規 制

法 に基 づき申 請 された盛 土 等 の許 可 に関 して、法 令 の定 めに従 って判 断 するための技 術 的 な 許

可 基 準 を定 めた「 盛 土 規 制 法 に関 する技 術 的 ガイドライン」 を適 用 する。 

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ７ 号   

地 盤 の沈 下 、崖 崩 れ、出 水 その他 による災 害 を防 止 するため、開 発 区 域 の土 地 について、地

盤 の改 良 、擁 壁 又 は排 水 施 設 の設 置 その他 安 全 上 必 要 な措 置 が講 ぜられるように設 計 が定 め

られていること。この場 合 において、開 発 区 域 内 の土 地 の全 部 又 は一 部 が次 の表 の左 欄 に掲 げ

る区 域 内 の 土 地 であるときは、当 該 土 地 における 同 表 の 中 欄 に 掲 げる 工 事 の 計 画 が、同 表 の

右 欄 に掲 げる基 準 に適 合 していること。 

宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等

規 制 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 宅

地 造 成 等 工 事 規 制 区 域  

開 発 行 為 に関 する工 事  宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等

規 制 法 第 １ ３ 条 の規 定 に適

合 するものであること。 

宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等

規 制 法 第 ２ ６ 条 第 １ 項 の 特

定 盛 土 等 規 制 区 域  

開 発 行 為 （ 宅 地 造 成 及 び

特 定 盛 土 等 規 制 法 第 ３ ０

第 １ 項 の 政 令 で定 める 規 模

に関 する工 事  

宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等

規 制 法 第 ３ １ 条 の規 定 に適

合 するものであること。 

津 波 防 災 地 域 づ く り に 関 す

る 法 律 第 ７ ２ 条 第 １ 項 の 津

波 災 害 特 別 警 戒 区 域  

津 波 防 災 地 域 づ く り に 関 す

る 法 律 第 ７ ３ 条 第 １ 項 に 規

定 する特 定 開 発 行 為 （ 同 条

第 ４ 項 各 号 に 掲 げる 行 為 を

除 く。） に関 する工 事  

津 波 防 災 地 域 づ く り に 関 す

る 法 律 第 ７ ５ 条 に 規 定 す る

措 置 を 同 条 の 国 土 交 通 省

令 で 定 め る 技 術 的 基 準 に

従 い講 じるものであること。 

 

第 １ 節  土 質 調 査  

（ １ ）  盛 土 ･埋 め戻 し、裏 込 めなどの材 料 として利 用 する土 及 び構 造 物 の基 礎 切 取 りの斜 面 を

構 成 する地 盤 としての土 の工 学 的 性 質 を把 握 するため、必 要 に応 じ工 事 前 又 は工 事 中 に

必 要 と思 われる土 質 調 査 及 び土 質 試 験 を行 うこと。 

（ ２ ）  土 質 調 査 等 の種 類 は、開 発 区 域 の規 模 ･地 形 ･予 定 建 築 物 の規 模 等 に応 じて必 要 な調

査 等 を行 うこと。 

（ ３ ）  開 発 区 域 が次 の各 号 に該 当 する場 合 は、地 質 調 査 に基 づく安 定 計 算 書 及 び解 析 図 書

等 を必 要 に応 じ提 出 すること。なお、安 定 計 算 の方 法 等 については、「 盛 土 等 防 災 マニュア

ル」 による。 

ア  地 すべりの兆 候 のある区 域  

イ  地 すべり防 止 区 域 ･急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の隣 接 地  

ウ  地 質 ･湧 水 の状 況 等 から、地 盤 の安 全 を確 認 する必 要 がある開 発  

 

第 ２ 節  軟 弱 地 盤 等 の補 強  

土 質 調 査 等 の結 果 から、地 盤 の沈 下 または開 発 区 域 外 の地 盤 の隆 起 が生 じるおそれがある場

合 は、土 の置 換 え、水 抜 きその他 の措 置 を行 うこと。 
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第 ３ 節  盛 土 工 事  

 

令 第 ２ ８ 条   

盛 土 に雨 水 その他 の地 表 水 又 は地 下 水 の浸 透 による緩 み、沈 下 、崩 壊 又 は滑 りが生 じない

ように、おおむね３ ０ センチメートル以 下 の厚 さの層 に分 けて土 を盛 り、かつ、その層 の土 を盛 るご

とに、これをローラーその他 これに類 する建 設 機 械 を用 いて締 め固 めるとともに、必 要 に応 じて地

滑 り抑 止 ぐい又 はグラウンドアンカーその他 の土 留 の設 置 その他 の措 置 が講 ぜられていること。 

著 しく傾 斜 している土 地 において盛 土 をする場 合 には、盛 土 をする前 の地 盤 と盛 土 とが接 す

る面 が滑 り面 とならないように、段 切 りその他 の措 置 が講 ぜられていること。 

 

（ １ ）  盛 土 高 及 び盛 土 法 高 は原 則 として１ ５ メートル以 内 とすること。ただし、他 の法 令 等 による

制 限 がない場 合 で開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 形 地 表 の 状 況 、または工 法 等 について安

全 性 が確 認 できる場 合 は１ ５ メートルを超 えることができる。 

（ ２ ）  盛 土 のり高 が５ メートルを超 えるときは、高 さ５ メートル以 内 ごとに幅 ２ メートル以 上 の小 段

を設 け、地 表 水 が集 中 しないように適 当 な横 断 勾 配 をつけ排 水 溝 等 を設 けること。盛 土 のり

高 が１ ５ メートルを超 える場 合 は、高 さ１ ５ メートルごとに５ メートル以 上 の幅 広 の小 段 とするこ

と。 

この場 合 、２ つの小 段 に挟 まれたのり面 の勾 配 は単 一 としていること。 

（ ３ ）  現 地 盤 が次 のような場 合 は、図 ３ － ３ － １ のように段 切 りを行 うこと。 

ア  現 地 盤 の傾 斜 が２ ０ パーセント以 上 の傾 斜 地 盤 上 に盛 土 を行 うとき。 

イ  地 表 面 に雑 草 及 び腐 植 土 等 があり、盛 土 と現 地 盤 との面 が滑 り面 となりうるとき。 

 

図 ３ － ３ － １ （ 段 切 り構 造 図 ）  

 

（ ４ ）  盛 土 全 体 の安 定 性 の検 討 を行 うこと。特 に、盛 土 高 が１ ０ メートル以 上 となる場 合 は、盛

土 の安 定 計 算 を行 うこと。なお、安 定 計 算 の方 法 等 については、「 盛 土 等 防 災 マニュアル」

によることとし、地 震 時 の安 定 計 算 も行 うものとする。 

 

第 ４ 節  切 土 工 事  

 

令 第 ２ ８ 条   

切 土 をした後 の 地 盤 に 滑 りやすい土 質 の層 が あるときは、その地 盤 に滑 りが生 じないように、

地 滑 り抑 止 ぐい又 はグラウンドアンカーその他 の土 留 の設 置 、土 の置 換 えその他 の措 置 が講 ぜ

られていること。 

 

（ １ ）  擁 壁 の要 否 の判 断 に当 たり、軟 岩 （ 風 化 の著 しいものを除 く） ・ 風 化 の著 しい岩 の適 用 は、

Ｌ

Ｈ 勾配３ ～５ ％

Ｈ≧０.５ ｍ～２ ｍ
Ｌ≧１ ｍ

盛土の地盤面

旧地盤面
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十 分 な調 査 資 料 をもとに確 実 な判 定 が可 能 である場 合 に限 る。 

（ ２ ）  切 土 のり高 が５ メートルを超 えるときは、高 さ５ メートル以 内 ごとに幅 ２ メートル以 上 の小 段

を設 け、地 表 水 が集 中 しないように適 当 な横 断 勾 配 をつけ排 水 溝 等 を設 けること。切 土 のり

高 が１ ５ メートルを超 える場 合 は、１ ５ メートルごとに５ メートル以 上 の幅 広 の小 段 とすること。 

（ ３ ）  既 存 崖 が、境 界 等 により３ ５ 度 以 下 の勾 配 に整 形 できない場 合 は、上 部 より仮 想 線 を引

き、その線 内 の宅 地 利 用 は認 めない。ただし、仮 想 線 内 において図 ３ － ４ － １ のように待 受

重 力 擁 壁 等 を設 置 し た場 合 は、この 限 りでない。また、既 存 崖 に ついて は整 正 を行 い、排

水 施 設 等 を設 置 し、適 正 な植 栽 等 を行 うこと。 

 

図 ３ － ４ － １ （ 待 受 重 力 擁 壁 等 設 置 断 面 図 ）  
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第 ５ 節  防 災 上 必 要 な措 置  

 

令 第 ２ ８ 条   

地 盤 の沈 下 又 は開 発 区 域 外 の地 盤 の隆 起 が生 じないように、土 の置 換 え、水 抜 きその他 の

措 置 が講 ぜられていること。 

開 発 行 為 によって崖 が 生 じる場 合 においては、崖 の上 端 に続 く地 盤 面 には、特 別 の事 情 が

ない限 り、その崖 の反 対 方 向 に雨 水 その他 の地 表 水 が流 れるように勾 配 が付 されていること。 

開 発 行 為 によって生 じた崖 面 は、崩 壊 しないように、擁 壁 の設 置 、石 張 り、芝 張 り、モルタルの

吹 きつけその他 の措 置 が講 ぜられていること。 

切 土 又 は盛 土 をする場 合 において、地 下 水 により崖 崩 れ又 は土 砂 の流 出 が生 じるおそれが

ある とき は、開 発 区 域 内 の 地 下 水 を有 効 か つ適 切 に 排 出 するこ とが でき るように 、排 水 施 設 が 

設 置 されていること。 

 

（ １ ）  開 発 行 為 によってできる崖 の高 さは、原 則 として１ ５ メートル以 下 とすること。 

（ ２ ）  住 宅 宅 地 開 発 事 業 にあって、高 さが５ メートルを超 える法 面 、崖 又 は擁 壁 の下 端 、上 端

に接 する土 地 については、宅 地 の安 全 を図 るため、原 則 として図 ３ － ５ － １ 、図 ３ － ５ － ２ の

ように道 路 、公 園 、緑 地 等 の公 共 用 地 として利 用 すること。 

 

-210-



技術基準編 

 

 

図 ３ － ５ － １ （ 公 共 用 地 配 置 断 面 図 （ １ ） ）  
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図 ３ － ５ － ２ （ 公 共 用 地 配 置 断 面 図 （ ２ ） ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ）  高 さ５ メートルを超 える擁 壁 の構 造 は、鉄 筋 コンクリート造 または無 筋 コンクリート造 とし、構

造 計 算 等 により地 震 時 についても検 討 を行 うこと。この場 合 の設 計 水 平 震 度 は０ ． ２ 以 上 と

すること。 

（ ４ ）  逆 T 擁 壁 が６ メートルを超 える場 合 は、原 則 として控 え壁 式 擁 壁 とすること。 

（ ５ ）  工 事 施 行 中 の防 災 措 置 については、「 盛 土 等 防 災 マニュアル」 に準 じて計 画 すること。 
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第 ６ 節  開 発 不 適 区 域 の除 外  

 

I .  開 発 不 適 地 の除 外  

（ １ ）  自 己 居 住 以 外 の開 発 行 為 にあっては、開 発 区 域 内 に原 則 として、次 の区 域 等 を造 成 区

域 に含 まないこと。 

ア  建 築 基 準 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 による災 害 危 険 区 域  

イ  地 すべり等 防 止 法 第 ３ 条 第 １ 項 による地 すべり防 止 区 域  

ウ  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 における土 砂 災 害 防 止 対 策 の推 進 に関 する法 律 第 ８ 条 第 １ 項

による土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域  

エ  特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 による浸 水 被 害 防 止 区 域  

オ  急 傾 斜 地 の崩 壊 による災 害 の防 止 に関 する法 律 第 ３ 条 第 １ 項 による急 傾 斜 地 崩 壊 危

険 区 域  

 

I I .  ただし書 きの適 用  

（ １ ）  「 開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 の状 況 等 により支 障 がないと認 められるとき」 は、開 発 不

適 区 域 における開 発 許 可 を例 外 的 に許 容 する場 合 を規 定 するものであり、次 に掲 げる場 合

が考 えられる。 

ア  開 発 不 適 区 域 のうち、その指 定 が解 除 されることが決 定 している場 合 又 は短 期 間 のうち

に解 除 されることが確 実 と見 込 まれる場 合  

イ  開 発 区 域 に占 める開 発 不 適 区 域 の面 積 の割 合 が僅 少 であるとともに、フェンスを設 置

すること等 により開 発 不 適 区 域 の利 用 を禁 止 し、又 は制 限 する場 合  

ウ  自 己 業 務 用 の施 設 であって、開 発 許 可 の申 請 者 以 外 の利 用 が想 定 されない場 合  

エ  災 害 危 険 区 域 を指 定 する条 例 による建 築 の制 限 に適 合 する場 合  

オ  アからエまでの場 合 と同 等 以 上 の安 全 性 が確 保 されると認 められる場 合  

（ ２ ）  ただし書 きを適 用 した場 合 は、その旨 を開 発 登 録 簿 に記 載 すること。 

  

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ８

号  

 

主 として、自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 以 外 の開

発 行 為 にあつては、開 発 区 域 内 に建 築 基 準 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 の災 害 危 険 区 域 、地 すべり等 防

止 法 第 ３ 条 第 １ 項 の地 すべり防 止 区 域 、土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 における土 砂 災 害 防 止 対 策 の

推 進 に関 する法 律 第 ９ 条 第 １ 項 の土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 及 び特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策

法 第 ５ ６ 条 第 １ 項 の浸 水 被 害 防 止 区 域 その他 政 令 で定 める開 発 行 為 を行 うのに適 当 でない区

域 内 の土 地 を含 まないこと。ただし、開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 の状 況 等 により支 障 がない

と認 められるときは、この限 りでない 
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第 ７ 節  参 考 資 料  

I .  任 意 設 置 擁 壁  

都 市 計 画 法 において、構 造 上 の規 定 はないが、安 全 性 について配 慮 することが望 ましい。 

（ １ ）  建 築 用 コンクリートブロック擁 壁  

 開 発 区 域 内 に設 置 する高 さ１ メートル以 下 の場 合 は、図 ３ － ７ － １ によることができる。 

 

図 ３ － ７ － １  
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（ ２ ）  玉 石 積  

 開 発 区 域 内 に設 置 する高 さ１ メートル以 下 の場 合 は、図 ３ － ７ － ２ 、高 さ１ メートルを超 え

る場 合 は、図 ３ － ７ － ３ によることができる。 

 

図 ３ － ７ － ２ （ 高 さ１ メートル以 下 の場 合 ）  

400

10
00

以
下

10
0 以

上35
0
以

上

1 ：
0.
3
～
0.
5

20
0 以

上

100

水抜き穴φ75、3㎡に1箇所

透
水
層

 

 

-213-



 

 

図 ３ － ７ － ３ （ 高 さ１ メートルを超 える場 合 ）  

6l1  ｃ ｍ  

17l2  ｃ ｍ かつ 3
2

l3  
 

25l3  
ｃ ｍ  

3
2

ll 35   
 

以 上 の時 l４ が擁 壁 の厚 さに算 入 でき

る長 さ 

15l4  
ｃ ｍ  

L１ ･L２ ･L３ の数 値 は盛 土 規 制 法 に

関 す る 技 術 的 基 準 ガ イ ド ラ イ ン に よ

る。 

玉 石 がその比 重 ･強 度 ･耐 久 性 等 が

間 知 石 と同 等 以 上 であること。 

その他 の基 準 は間 知 石 等 練 積 み造 擁 壁 に準 ずる。 

 

（ ３ ）  自 然 石 練 積 み造 擁 壁  

ア  自 然 石 がその比 重 ･強 度 ･耐 久 性 等 が間 知 石 と同 等 以 上 であること。 

イ  擁 壁 は、宅 地 間 に使 用 しないこと。 

ウ  高 さは、地 盤 面 より１ .０ メートル以 内 であること。 

エ  各 寸 法 は、図 ３ － ７ － ４ の数 値 以 上 とすること。 

（ ４ ）  板 さく擁 壁  

ア  高 さは地 盤 面 より１ .０ メートル以 下 であること。 

イ  各 寸 法 は、図 ３ － ７ － ５ の数 値 以 上 とすること。 

 

図 ３ － ７ － ４  
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図 ３ － ７ － ５  
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00

以
下
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上
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0以

上

ＧＬ
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第４章  道路 

開 発 許 可 に係 わる道 路 は、法 のたてまえからすべて公 共 団 体 に移 管 される公 道 とすべきである。

公 道 については、道 路 法 に定 める基 準 （ 道 路 構 造 令 ） が適 用 されることになるので、開 発 行 為 によ

って設 置 される道 路 は、原 則 として道 路 構 造 令 を準 用 する。 

 

第 １ 節  道 路 計 画  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号   

主 として、自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 以 外 の開

発 行 為 にあっては、道 路 が、表 ４ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して、環 境 の保 全 上 、災 害 の防

止 上 、通 行 の安 全 上 又 は事 業 活 動 の効 率 上 支 障 がないような規 模 及 び構 造 で適 当 に配 置 さ

れ、かつ、開 発 区 域 内 の主 要 な道 路 が、開 発 区 域 外 の相 当 規 模 の道 路 に接 続 するように設 計

が定 められていること。 

なお、都 市 計 画 が定 められているときは、設 計 がこれに適 合 していること。 

 

令 第 ２ ５ 条 第 １ 号   

道 路 は、都 市 計 画 において定 められた道 路 及 び開 発 区 域 外 の道 路 の機 能 を阻 害 することな

く、かつ、開 発 区 域 外 にある道 路 と接 続 する必 要 があるときは、当 該 道 路 と接 続 してこれらの道

路 の機 能 が有 効 に発 揮 されるように設 計 されていること。 

 

表 ４ － １ － １  

（ イ）   開 発 区 域 の規 模 、形 状 及 び周 辺 の状 況  

（ ロ）   開 発 区 域 内 の土 地 の地 形 及 び地 盤 の性 質  

（ ハ）   予 定 建 築 物 等 の用 途  

（ ニ）   予 定 建 築 物 等 の敷 地 の規 模 及 び配 置  

 

I .  道 路 の定 義  

（ １ ）  この手 引 きにおいて「 道 路 」 とは、建 築 基 準 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 各 号 の一 に該 当 する幅 員 ４

メートル以 上 のものをいう。 

（ ２ ）  この手 引 きにおいて「 接 する道 路 」 とは、開 発 区 域 内 の各 区 画 （ 予 定 建 築 物 等 の敷 地 ）

が接 する道 路 をいう。（ 令 第 ２ ５ 条 第 ２ 号 ）  

（ ３ ）  この手 引 きにおいて「 接 続 先 道 路 」 とは、開 発 区 域 内 の各 区 画 （ 予 定 建 築 物 等 の敷 地 ）

が接 する開 発 区 域 外 の既 存 の道 路 であって、幹 線 道 路 までをいう。（ 令 第 ２ ５ 条 第 ４ 号 ）  

（ ４ ）  建 築 基 準 法 第 42 条 第 2 項 に規 定 する道 路 は、（ １ ） に規 定 する「 道 路 」 とみなす。ただ

し、「 接 続 先 道 路 」 には該 当 しない。 

（ ５ ）  道 路 の幅 員 は、原 則 として、管 理 幅 員 とする。 
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I I .  道 路 の種 類  

開 発 行 為 による道 路 の種 類 を道 路 構 造 令 の基 準 と対 照 すれば表 ４ － １ － ２ のとおりである。 

 

表 ４ － １ － ２  

道 路 の種 類  

道 路 構 造 令 の基 準  

備 考  種 別 、

級 別  

計 画 交 通 量  

（ 台 ／ 日 ）  

設 計 速 度  

（ ｋ ｍ ／ ｈ ）  

幹 線 道 路  
４ 種 ２

級  

４ ， ０ ０ ０ ～  

１ ０ ， ０ ０ ０  
５ ０  

開 発 区 域 の骨 格 となるもので近

隣 住 区 を 形 成 す る 道 路 及 び 住

区 内 主 要 道 路  

補 助 （ 区 画 ）

幹 線 道 路  

４ 種 ３

級  

５ ０ ０ ～  

４ ， ０ ０ ０  
４ ０  

開 発 区 域 の 分 区 又 は隣 保 区 を

形 成 し 幹 線 道 路 に 連 絡 す る 道

路  

区 画 道 路  
４ 種 ４

級  
５ ０ ０ 未 満  ３ ０ ～ ２ ０  

開 発 区 域 の 区 画 を 形 成 し 、 各

区 画 の交 通 の用 に供 する道 路  

歩 行 者 専 用

道 、 緑 道 、 自

転 車 専 用 道  

   
専 ら 歩 行 者 、 自 転 車 の 通 行 の

用 に供 する道 路  

 

I I I .  道 路 配 置 計 画  

開 発 区 域 内 では、発 生 交 通 量 、居 住 者 の動 線 等 を考 慮 し、開 発 区 域 の規 模 に応 じて、表 ４ －

１ － ２ の道 路 のうち、必 要 なものが適 切 に配 置 されていること。これらの計 画 に当 たっては、居 住 者

の安 全 及 び居 住 環 境 に 十 分 配 慮 するとともに、開 発 に起 因 して発 生 する交 通 によって開 発 区 域

外 の道 路 の機 能 が損 なわれないよう周 辺 の道 路 と一 体 となって機 能 が有 効 に発 揮 できるようにする

こと。 

 

IV.  幹 線 街 路 等 の配 置  

（ １ ）  開 発 区 域 の面 積 が２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 にあっては、主 要 幹 線 道 路 及 び幹 線

道 路 (幅 員 １ ２ メートル以 上 )を、開 発 区 域 内 の各 画 地 から２ ５ ０ メートル以 内 の距 離 に配 置

すること。 

（ ２ ）  幅 員 ２ ０ メートル以 上 の幹 線 道 路 は、開 発 区 域 内 のその他 の道 路 との交 差 は、原 則 とし

て立 体 交 差 とすること。 

（ ３ ）  駅 前 、その他 の広 場 に接 続 する場 合 を除 き、道 路 を同 一 平 面 で５ 以 上 交 差 させないこと。 

（ ４ ）  幅 員 ９ メートル以 上 の道 路 は、歩 車 道 が分 離 されていること。 
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V.  区 域 外 道 路 との接 続  

（ １ ）  「 接 する道 路 」 の幅 員 は、表 ４ － １ － ３ に掲 げる数 値 以 上 の幅 員 を有 するよう整 備 しなけ

ればならない。 

（ ２ ）  「 接 続 先 道 路 」 の幅 員 は、表 ４ － １ － ４ に掲 げる数 値 以 上 の幅 員 を有 するよう整 備 しなけ

ればならない。 

（ ３ ）  開 発 区 域 内 の主 要 な道 路 ※ 3は、表 ４ － １ － ４ に掲 げる数 値 以 上 の幅 員 を有 する開 発 区

域 外 の既 存 の道 路 に接 続 しなければならない。 

 

表 ４ － １ － ３ （ 接 する道 路 幅 員 ※ 4）  

 

表 ４ － １ － ４ （ 接 続 先 道 路 幅 員 ）  

 

 

（ ４ ）  地 区 計 画 区 域 内 における開 発 行 為 において、表 ４ － １ － ３ 、表 ４ － １ － ４ に掲 げる幅 員

以 上 の区 画 道 路 （ 地 区 施 設 ） が地 区 整 備 計 画 に定 めがある場 合 の幅 員 は、地 区 整 備 計

画 に よる 。また、地 区 整 備 計 画 に 定 められ た幅 員 が 同 表 に 掲 げる 幅 員 未 満 の 場 合 は、同

 
※3  表 4－2－1 の規定に基づき設置された開発区域内の道路のうち、より上位の道路をいいます。 
※4  開発区域外の既存の道路で開発区域に接する部分は、既存の道路の中心線から 3ｍ又は 4.5m 以上後退した線までが「接する道

路」に該当するため、開発行為に伴う新設道路として整備を要する。 

 既存の道路を挟んだ開発区域の対面の土地が、既に開発行為等により道路拡幅が行われている場合は、当該道路拡幅の前の道

路の中心線を基準とし、道路の拡幅を行うこと。 

 なお、既存の道路の対面に拡幅の余地がない場合には、道路拡幅可能線から 6ｍ又は 9ｍ以上拡幅した線までが「接する道路」に

該当する。 
※5  開発行為の目的が特定工作物等で、かつ、車輌等の通行の安全上、事業活動の効率上支障とならない等やむを得ないと認められ

る場合は 6.5m 以上とすることができる。 
※6  開発行為の目的が特定工作物等で、かつ、車輌等の通行の安全上、事業活動の効率上支障とならない等やむを得ないと認められ

る場合は 6.5m 以上とすることができる。 

開 発 区 域 の規 模  

主 たる開 発 目 的  

０ha～ 

０.１ha 未満 

０.１ha～ 

０.３ha 未満 

０.３ha～ 

１.０ha 未満 
１.０ha～ 

住 宅  

自 己 の居 住 の用 に供

する住 宅 の建 築  

建築基準法に適合すること 
原則 4m 

上 記 以 外  ６ m 

住 宅 以 外 の

建 築 物 の 建

築 又 は 第 1

種 特 定 工 作

物 の建 設  

区画面積が1,000㎡未満  

６ m 

 

区画面積が1,000㎡以上 ― ９ m※ 5 

その他  ９ m 

開 発 区 域 の規 模  

主 たる開 発 目 的  

０ha～ 

０.１ha 未満 

０.１ha～ 

０.３ha 未満 

０.３ha～ 

１.０ha 未満 
１.０ha～ 

住 宅  

自 己 の居 住 の用 に供

する住 宅 の建 築  
建築基準法に適合すること 

上 記 以 外  ４ m ６ m ６ .５ m 

住 宅 以 外 の建 築 物 の建 築 又 は 

第 1 種 特 定 工 作 物 の建 設  
４ m ９ m※ 6  

その他  ９ m 
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表 による。ただし、道 路 の中 心 線 は地 区 整 備 計 画 に定 められた中 心 線 とする。 

（ ５ ）  図 ４ － １ － １ のような旗 竿 開 発 の場 合 、新 設 される取 付 け道 路 は、開 発 区 域 内 の主 要 な

道 路 の幅 員 と同 じとする。 

 

図 ４ － １ － １  

開発区域

取付道路

既
設
道
路
又
は

拡
幅
道
路

 

 

 

VI .  公 安 委 員 会 、管 理 予 定 者 との協 議  

（ １ ）  開 発 事 業 者 は法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 に基 づく同 意 及 び同 条 第 ２ 項 に基 づく協 議 を道 路 管 理

者 若 しくは管 理 予 定 者 と行 うこと。 

（ ２ ）  道 路 管 理 者 又 は管 理 予 定 者 は、法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 に基 づく同 意 及 び同 条 第 ２ 項 に基 づ

く協 議 を行 う場 合 は、次 の項 目 等 に該 当 するときにあらかじめ公 安 委 員 会 と協 議 する必 要

がある。 

ア  区 画 線 の設 置  

イ  横 断 歩 道 橋 、地 下 横 断 歩 道 の設 置  

ウ  開 発 区 域 の取 付 け道 路 として、既 存 の道 路 を拡 幅 する場 合  

エ  開 発 区 域 内 の既 設 道 路 の交 差 点 を改 築 する場 合  

オ  開 発 区 域 内 の幹 線 道 路 等 の交 差 点 を新 設 する場 合  

カ  開 発 区 域 の取 付 け道 路 を新 設 し、既 存 の道 路 へ接 続 する場 合  

キ  開 発 行 為 に関 連 して交 通 信 号 機 の新 設 、移 設 及 び交 通 規 制 を必 要 とする場 合  

 

 

第 ２ 節  道 路 構 造  

 

規 第 ２ ４ 条   

道 路 は、砂 利 その他 の安 全 かつ円 滑 な交 通 に支 障 を及 ぼさない構 造 とし、かつ、適 当 な値 の

横 断 勾 配 が附 されていること。 

道 路 には、雨 水 等 を有 効 に排 出 するため必 要 な側 溝 、街 渠 その他 の適 当 な施 設 が設 けられ

ていること。 

道 路 の縦 断 勾 配 は、９ パーセント以 下 であること。ただし、地 形 等 によりやむを得 ないと認 めら

れる場 合 は、小 区 間 に限 り１ ２ パーセント以 下 とすることができる。 

道 路 は、階 段 状 でな いこと。ただし、もっぱら歩 行 者 の 通 行 の 用 に 供 する 道 路 で、通 行 の安

全 上 支 障 がないと認 められるものにあっては、この限 りでない。 

道 路 は、袋 路 状 でないこと。ただし、当 該 道 路 の延 長 若 しくは当 該 道 路 との接 続 が予 定 され

ている場 合 又 は転 回 広 場 及 び避 難 通 路 が設 けられている場 合 等 避 難 上 及 び車 輌 の通 行 上 支

障 がない場 合 は、この限 りでない。 

歩 道 のない道 路 が同 一 平 面 で交 差 し、若 しくは接 続 する箇 所 又 は歩 道 のない道 路 のまがり

かどは、適 当 な長 さで街 角 が切 り取 られていること。 
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歩 道 は、縁 石 線 又 はさくその他 これに類 する工 作 物 によって車 道 から分 離 されていること。 

 

 

I .  道 路 の幅 員  

開 発 区 域 内 に設 置 する道 路 の幅 員 は、幅 員 は表 ４ － １ － ３ に掲 げる基 準 のほか、開 発 区 域 の

規 模 、予 定 建 築 物 の用 途 に応 じて、表 ４ － ２ － １ 及 び表 ４ － ２ － ２ に掲 げる数 値 以 上 で計 画 され

ていること。 

 

表 ４ － ２ － １  

道 路 種 別  
道 路 構 造 令 の基 準  幅 員  

備 考  
種 別  級 別  住 宅 地  その他  

幹 線 道 路  ４ 種  ２ 級  １ ２ ｍ ～ １ ８ ｍ  
車 線 数 ４ 以 上 は 中 央

分 離 帯 を設 けること。 

９ ｍ 以 上 は 歩 車 道 が

分 離 されていること。 

補 助 （ 区 画 ） 幹 線 道

路  
４ 種  ３ 級  ９ ｍ ～ １ ２ ｍ  

区 画 道 路  ４ 種  ４ 級  ６ ｍ  ９ ｍ  

 

表 ４ － ２ － ２  

開 発 規 模  

予 定 建 築 物  

２ ０ ｈ ａ 未 満  ２ ０ ｈ ａ 以 上  

幅 員  幅 員  

戸 建 住 宅 、連 続 住 宅 及 び共 同 住 宅  ６ ｍ ～ １ ２ ｍ  ６ ｍ ～ １ ８ ｍ  

店 舗 、工 場 等  ９ ｍ ～ １ ８ ｍ  
１ ２ ｍ ～ １ ８

ｍ  

 

I I .  幅 員 の構 成  

開 発 行 為 に係 る道 路 は、道 路 構 造 令 に基 づくものとする。幅 員 構 成 に含 まれる名 称 及 び幅 員

の捉 え方 は図 ４ － ２ － １ 及 び図 ４ － ２ － ２ を標 準 とする。 
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図 ４ － ２ － １  

有効幅員・道路敷

有効幅員・道路敷

有効幅員

有効幅員・道路敷

道路敷

有効幅員
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図 ４ － ２ － ２  

道路敷・道路幅員

路肩 路肩車道幅員

有効幅員（路面幅員）

道路敷・道路幅員

車道幅員 路肩路肩

有効幅員（路面幅員）

有効幅員（路面幅員）

路肩 路肩車道幅員

道路敷・道路幅員

有効幅員（路面幅員）

路肩 路肩

道路敷・道路幅員

車道幅員

１ｍ以上

保護路肩

兼施設帯

道路敷・道路幅員

車道幅員

有効幅員（路面幅員）

歩道 歩道植樹帯植樹帯

（ａ）Ｕ字側溝の場合 （ｂ）Ｌ型側溝の場合

（ｃ）有蓋側溝の場合 （ｄ）防護柵を設ける場合

（ｅ）歩道等を設ける場合
 

I I I .  舗 装 の状 態  

開 発 区 域 内 に設 置 される道 路 は、原 則 として舗 装 するものとし、舗 装 要 領 については道 路 管 理

予 定 者 と協 議 すること。 

 

IV.  道 路 の横 断 及 び縦 断 勾 配 等  

（ １ ）  道 路 の横 断 及 び縦 断 勾 配 は、道 路 種 別 に応 じ表 ４ － ２ － ３ の値 とすること。ただし、地 形

等 に よりやむを得 な いと認 められ 、かつ、交 通 安 全 上 支 障 がな い場 合 に は、小 区 間 に 限 り 

１ ２ パーセント以 下 まで緩 和 することが出 来 る。なお、緩 和 規 定 については、幹 線 道 路 には

適 用 しない。 

（ ２ ）  道 路 の交 差 する取 付 け部 の縦 断 勾 配 ２ .５ パーセント以 下 の区 間 が、表 ４ － ２ － ４ の区 分

に従 い確 保 され、縦 断 曲 線 長 が規 定 以 上 とされていること。 
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表 ４ － ２ － ３  

区 分  横 断 勾 配  縦 断 勾 配  

幹 線 道 路  1． 5％ ～ 2． 0％  6％ 以 下  

補 助 （ 区 画 ） 幹 線 道 路  1． 5％ ～ 2． 0％  7％ 以 下  

区 画 道 路  1． 5％ ～ 2． 0％  9％ 以 下  

 

表 ４ － ２ － ４  

道 路 規 格  延 長 （ ｍ ）  

３ 種 ２ 級  ４ 種 １ 級  ４ ０  

３ 種 ３ 級  ４ 種 ２ 級  ３ ５  

３ 種 ４ 級  ４ 種 ３ 級  １ ５  

３ 種 ５ 級   １ ０  

 ４ 種 ４ 級  ６  

 

（ ３ ）  開 発 区 域 内 の道 路 が同 一 平 面 で交 差 、接 続 、あるいは屈 曲 している部 分 は、適 当 な長

さで街 角 が 切 取 られていること。この場 合 の街 角 のせん除 は二 等 辺 三 角 形 とし、せん除 長

は、表 ４ － ２ － ５ のとおりとする。ただし、歩 道 を有 する道 路 で、歩 道 をせん除 することにより、

車 両 の通 行 に支 障 なく処 理 できる場 合 は、街 角 のせん除 は必 要 ない。 

 なお、６ メートル以 下 の道 路 で、地 形 等 によりやむを得 ず片 側 しかせん除 長 を確 保 できな

い場 合 は、表 ４ － ２ － ５ の１ ランク上 位 の道 路 幅 員 によるせん除 長 を確 保 すること。 
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表 ４ － ２ － ５  

道 路 幅

員  

４ ０ ｍ  

以 下  

３ ０ ｍ  

以 下  

２ ０ ｍ  

以 下  

１ ５ ｍ  

以 下  

１ ２ ｍ  

以 下  

９ ｍ  

以 下  

６ ｍ  

以 下  

４ ｍ  

以 下  

４ ０ ｍ  

以 下  

１ ２  

１ ５  

８  

１ ０  

１ ２  

８  

１ ０  

１ ２  

８  

８  

１ ０  

６  

６  

８  

５  

   

３ ０ ｍ  

以 下  
 

１ ０  

１ ２  

８  

１ ０  

１ ２  

８  

８  

１ ０  

６  

６  

８  

５  

５  

６  

４  

  

２ ０ ｍ  

以 下  
  

１ ０  

１ ２  

８  

８  

１ ０  

６  

６  

８  

５  

５  

６  

４  

４  

５  

３  

 

１ ５ ｍ  

以 下  
   

８  

１ ０  

６  

６  

８  

５  

５  

６  

４  

４  

５  

３  

 

１ ２ ｍ  

以 下  
    

６  

８  

５  

５  

６  

４  

４  

５  

３  

 

９ ｍ  

以 下  
     

５  

６  

４  

３  

４  

２  

３  

４  

２  

６ ｍ  

以 下  
      

３  

４  

２  

３  

４  

２  

４ ｍ  

以 下  
       

３  

４  

２  

 （ 注 ）  上 段  交 叉 角 ９ ０ °前 後  

  中 段  交 叉 角 ６ ０ °以 下  

  下 段  交 叉 角 １ ２ ０ °以 上 １ ３ ５ °未 満  

 

V.  道 路 形 態  

（ １ ）  道 路 は、原 則 として袋 路 状 としないこと。ただし、開 発 区 域 全 体 の地 形 、または街 区 構 成

上 やむを得 ない場 合 で、次 のいずれかに適 合 する場 合 は、区 画 道 路 を袋 路 状 とすることが

できる。この場 合 、当 該 道 路 は開 発 区 域 の境 界 に達 するまで設 けること。 

ア  当 該 道 路 の延 長 若 しくは当 該 道 路 と他 の道 路 との接 続 が予 定 されている場 合 で、避 難

上 及 び車 輌 の通 行 上 支 障 がない場 合 。 

イ  自 動 車 の転 回 広 場 、避 難 通 路 等 が道 路 の終 端 に設 けられており、図 ４ － ２ － ３ 又 は図

４ － ２ － ４ の基 準 に適 合 している場 合 。この場 合 、道 路 の延 長 が５ ５ メートル以 内 の 時

は、転 回 広 場 を設 けないことができる。ただし、戸 建 住 宅 又 は連 続 住 宅 にあっては１ ０ 戸

程 度 、共 同 住 宅 にあっては２ ０ 戸 程 度 までとすること。 

 また、転 回 広 場 のみに敷 地 が接 している場 合 は、接 道 しているものとは認 めないもの

とする。 
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図 ４ － ２ － ３  

２
ｍ

２ ｍ

５ ｍ

ガード レール

新設道路

５
ｍ

６
ｍ

５
ｍ

開発区域境界まで５ ５ ｍを超えると き

道

路

２ ｍ

１ ０ ｍ

ガード レール

新設道路

６
ｍ

５
ｍ

開発区域境界まで５ ５ ｍを超えると き

道

路

２
ｍ

５ ｍ

ガード レール

新設道路

６
ｍ

７
ｍ

開発区域境界まで５ ５ ｍを超えると き

道

路

２
ｍ

２ ｍ ２ ｍ

転回広場

７ ｍ以上かつ

１ 区画を超えない距離
 

図 ４ － ２ － ４  

３
ｍ

３ ｍ

２ ４ ｍ

ガード レール

新設道路

８
ｍ

９
ｍ

８
ｍ

開発区域境界まで５ ５ ｍを超える と き

道

路

５ ｍ

３ ０ ｍ

ガード レール

新設道路９
ｍ

１
０

ｍ

開発区域境界まで５ ５ ｍを超える と き

道

路

３
ｍ

３ ｍ

転回広場

３ ｍ

１ ５ ｍ～

 

（ ２ ）  道 路 は、階 段 状 でな いこと。ただし、専 ら 歩 行 者 の通 行 の 用 に 供 する道 路 で、通 行 の 安

全 上 支 障 がなく、かつ、消 防 活 動 の機 能 を低 下 させない場 合 は、この限 りでない。 

（ ３ ）  階 段 状 道 路 は、蹴 上 げ１ ５ センチメートル以 下 、踏 面 ３ ０ センチメートル以 上 とし、高 さ３ メ

ートル以 内 毎 に１ ． ５ メートル以 上 の水 平 面 を設 けること。なお、階 段 状 道 路 及 びその水 平

面 の両 側 には、手 すり又 はこれに代 わるものを設 置 すること。 

 また、必 要 に 応 じ て 斜 路 、その 他 自 転 車 、乳 母 車 、身 障 者 等 の 利 用 し やすい取 付 け 構

造 を採 用 すること。 

 

 

VI .  歩 道  

（ １ ）  幅 員 ９ メートル以 上 の 道 路 に 設 置 される 歩 道 は、縁 石 線 又 は柵 、その 他 これらに類 する

道  路  道  路  

 

道  路  

道  路  

 
7m 以 上  
か つ 終 端 部 の 区 画 を 超 え な い
距 離  
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工 作 物 によって車 道 から分 離 すること。 

（ ２ ）  路 面 は、舗 装 等 を施 工 して通 行 に安 全 な構 造 とし、かつ、適 当 な横 断 勾 配 を有 するほか、

雨 水 等 を有 効 に排 水 できる構 造 となっているものであること。 

（ ３ ）  歩 道 の幅 員 は、２ メートル以 上 とし、路 面 は滑 りにくい仕 上 げとすること。 

（ ４ ）  岐 阜 県 福 祉 のまちづくり条 例 を遵 守 すること。 

 

VI I .  道 路 構 造 物  

（ １ ）  道 路 には、雨 水 等 を有 効 に排 水 するため、側 溝 、街 渠 、その他 適 当 な施 設 が設 けられて

いること。 

（ ２ ）  道 路 には、その幅 員 内 の両 側 に路 肩 を設 けること。ただし、歩 道 を有 する道 路 については、

路 肩 を省 略 することが出 来 る。 

（ ３ ）  道 路 が、崖 または法 面 の上 にある場 合 、池 、河 川 、水 路 等 に隣 接 している場 合 、あるいは

屈 曲 部 分 で必 要 な箇 所 には、ガードレール等 の防 護 施 設 を設 置 すること。この場 合 防 護 施

設 の設 置 については、日 本 道 路 協 会 の防 護 柵 設 置 要 領 によること。 

（ ４ ）  側 溝 蓋 （ グレーチング蓋 ） の架 設 については、５ メートル毎 に、グレーチング蓋 を１ 枚 架 設

するものとする。 

（ ５ ）  その他 道 路 構 造 物 及 び道 路 構 造 物 の要 領 は、道 路 管 理 者 または道 路 管 理 予 定 者 と協

議 して定 めるものとする。（ 協 議 にあたっては、道 路 構 造 令 を準 用 すること。）  

 

VI I I .  歩 行 者 専 用 道 、緑 道 等  

歩 行 者 専 用 道 等 の幅 員 は、４ ． ０ メートル以 上 で利 用 者 数 、利 用 方 法 等 を勘 案 して定 めること。

また、線 形 、勾 配 、路 面 構 造 等 は通 行 に支 障 のないものであるとともに、自 動 車 交 通 を遮 断 し、歩

行 者 の安 全 を確 保 すること。 

 

IX.  橋 梁 設 計  

（ １ ）  橋 の設 計 自 動 車 荷 重 は２ ５ ０ ニュートンとし、道 路 橋 示 方 書 に定 める基 準 によること。 

（ ２ ）  橋 の幅 員 構 成 、建 築 限 界 、線 形 等 の構 造 規 格 は、道 路 構 造 令 によること。 

（ ３ ）  架 橋 位 置 、支 間 割 、橋 脚 位 置 及 び橋 脚 形 状 等 は、河 川 管 理 者 等 との協 議 によること。 
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第５章  公園、緑地、広場 

第 １ 節  公 園 の配 置 計 画  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号   

主 として、自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 以 外 の開

発 行 為 にあっては、公 園 、広 場 が、表 ４ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して 、環 境 の保 全 上 、災

害 の防 止 上 、通 行 の安 全 上 又 は事 業 活 動 の効 率 上 支 障 がないような規 模 及 び構 造 で適 当 に

配 置 されていること。 

 

令 第 ２ ５ 条   

開 発 区 域 の面 積 が０ ． ３ ヘクタール以 上 ５ ヘクタール未 満 の開 発 行 為 にあっては、開 発 区 域

に、面 積 の合 計 が開 発 区 域 の面 積 の３ パーセント以 上 の公 園 、緑 地 又 は広 場 （ 以 下 「 公 園 等 」

という。） が設 けられていること。ただし、開 発 区 域 の周 辺 に相 当 規 模 の公 園 等 が存 する 場 合 、

予 定 建 築 物 等 の用 途 が住 宅 以 外 のものであり、かつ、その敷 地 が１ である場 合 等 開 発 区 域 の

周 辺 の状 況 並 びに予 定 建 築 物 等 の用 途 及 び敷 地 の配 置 を勘 案 して特 に必 要 がないと認 めら

れる場 合 は、この限 りでない。 

開 発 区 域 の 面 積 が５ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 にあっては、面 積 が１ 箇 所 ３ ０ ０ 平 方 メート

ル以 上 であり、かつ、その面 積 の合 計 が開 発 区 域 の面 積 の３ パーセント以 上 の公 園 （ 予 定 建 築

物 等 の用 途 が住 宅 以 外 のものである場 合 は、公 園 等 ） が設 けられていること。 

 

I .  公 園 の種 類  

公 園 の種 類 は、表 ５ － １ － １ のとおりである。 

 

表 ５ － １ － １  

区 分  面 積  誘 致 距 離  備 考  

幼 児 公 園  
１ ５ ０ ㎡ 

以 上  
８ ０ ｍ  

幼 児 を対 象 とした公 園 で、戸 建 住 宅 群 では５ ０ 戸 程

度 に１ ヶ所 、中 層 共 同 住 宅 群 では１ ０ ０ 戸 ～ １ ５ ０ 戸

程 度 に１ ヶ所 設 置 すること。 

街 区 公 園  

２ ， ５ ０ ０

㎡ 

程 度  

２ ５ ０ ｍ  

小 学 校 児 童 を対 象 とし た公 園 で、５ ０ ０ 戸 程 度 に１

ヶ所 設 置 すること。誘 致 距 離 内 の利 用 者 の動 線 は、

交 通 頻 繁 な幹 線 道 路 、その他 地 物 地 形 等 により分

断 されないこと。 

近 隣 公 園  ２ ｈ ａ 程 度  ５ ０ ０ ｍ  

居 住 者 全 体 を対 象 とするもので２ ， ０ ０ ０ 戸 程 度 、即

ち１ 住 区 に１ ヶ所 で住 区 のほぼ中 央 に設 置 し、幹 線

道 路 に面 していること。 

地 区 公 園  ５ ｈ ａ 程 度   

近 隣 公 園 よ り も 広 範 囲 の 住 民 を 対 象 と し た 都 市 的

規 模 の 公 園 で 開 発 区 域 が ４ 住 区 以 上 の 場 合 に 考

慮 し、概 ね地 区 の中 心 に設 置 すること。 
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I I .  公 園 、緑 地 等 の面 積 の確 保  

（ １ ）  公 園 、緑 地 及 び広 場 の設 置 に当 たっては、その面 積 は原 則 として表 ５ － １ － ２ の値 を確

保 すること。 

（ ２ ）  開 発 区 域 の 面 積 が０ ． ３ ヘクタール以 上 ５ ヘクタール未 満 の 場 合 に 公 園 、緑 地 等 を３ パ

ーセント以 上 確 保 すること。ただし、次 の要 件 に該 当 する場 合 は緩 和 することが出 来 る。 

ア  開 発 区 域 の周 辺 に既 設 の公 園 等 があり、居 住 者 が支 障 なくその公 園 等 を利 用 できるこ

とについて、所 管 部 署 と調 整 がとれた場 合 。 

イ  敷 地 が１ つであり、かつ、予 定 建 築 物 等 の用 途 が住 宅 又 は大 中 規 模 集 客 施 設 以 外 で

ある場 合 で、建 ぺい率 等 建 築 基 準 法 の規 定 により、建 築 計 画 上 有 効 、かつ、十 分 な空

地 が確 保 され、防 災 、避 難 活 動 上 支 障 がないと認 められる場 合 。 

ウ  土 地 区 画 整 理 事 業 又 は新 住 宅 市 街 地 開 発 事 業 等 により面 的 な整 備 事 業 が施 行 され

た区 域 内 の土 地 等 で、公 園 等 が周 辺 において既 に適 正 に確 保 された土 地 の二 次 的 な

開 発 行 為 である場 合 。 

エ  第 ２ 種 特 定 工 作 物 の建 設 の用 に供 する目 的 で行 われる開 発 行 為 の場 合 。 

（ ３ ）  住 宅 宅 地 開 発 にあっては原 則 として、公 園 とすること。 

 

表 ５ － １ － ２  

開 発 区 域 の面 積  
公 園 、 緑 地

等 の総 面 積  
備      考  

０ ． ３ ｈ ａ 以 上  

1ｈ ａ 未 満  
３ ％ 以 上  

公 園 を設 置 する場 合 、１ ヶ所 あたり１ ５ ０ ㎡以 上 とする。 

１ ｈ ａ 以 上  

５ ｈ ａ 未 満  
公 園 を設 置 する場 合 、１ ヶ所 あたり３ ０ ０ ㎡以 上 とする。 

５ ｈ ａ 以 上  

１ ０ ｈ ａ 未 満  
４ ％ 以 上  公 園 を設 置 する場 合 、１ ヶ所 あたり３ ０ ０ ㎡以 上 かつ面

積 の合 計 が３ ％ 以 上 とすること。そのうち１ ， ０ ０ ０ ㎡以

上 のものを１ ヶ所 以 上 設 置 すること。 １ ０ ｈ ａ 以 上  

２ ０ ｈ ａ 未 満  
５ ％ 以 上  

２ ０ ｈ ａ 以 上  

５％以上かつ

１ 人 あたり 

６ ㎡以 上  

公 園 を設 置 する場 合 、１ ヶ所 あたり３ ０ ０ ㎡以 上 かつ面

積 の合 計 が３ ％ 以 上 とすること。そのうち２ ， ５ ０ ０ ㎡以

上 のものを１ ヶ所 以 上 及 び１ ， ０ ０ ０ ㎡以 上 のものを２ ヶ

所 以 上 設 置 すること。 

 

 

第 ２ 節  公 園  

I .  公 園 用 地 の選 定  

（ １ ）  公 園 用 地 の地 形  

ア  公 園 とは、主 として住 民 の戸 外 における休 息 、観 賞 、遊 戯 、運 動 、その他 レクリエーショ

ンの用 に供 するための公 共 空 地 をいうため、これらの目 的 に見 合 った用 地 の地 形 とする。 

イ  幼 児 公 園 及 び街 区 公 園 は、その面 積 の７ 割 以 上 が平 坦 であること。平 坦 でない部 分 が

ある場 合 は、その勾 配 を２ ５ 度 以 下 とし芝 等 で保 護 すること。 

ウ  １ ， ０ ０ ０ 平 方 メートル以 上 の 公 園 は、２ 辺 以 上 が道 路 に 接 すること。また、２ ， ５ ０ ０ 平

方 メートル以 上 の公 園 は、原 則 として全 周 を道 路 、緑 地 等 の公 共 公 益 施 設 に接 するよ

うにすること。 
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（ ２ ）  広 場 、遊 戯 施 設 等 の施 設 が有 効 に配 置 できる形 状 及 び勾 配 とすること。 

（ ３ ）  原 則 として、高 圧 線 下 は凧 揚 げ等 の危 険 、地 震 時 の避 難 場 所 として適 当 でないので公

園 としないこと。 

（ ４ ）  幼 児 公 園 及 び街 区 公 園 等 小 規 模 な公 園 は、日 照 を十 分 考 慮 すること。 

（ ５ ）  公 園 は、道 路 に接 するように計 画 されていること。なお、補 助 （ 区 画 ） 幹 線 街 路 以 上 の道

路 に接 するときは、その道 路 の公 園 側 には歩 道 が設 けられていること。 

 

I I .  公 園 の構 造  

（ １ ）  公 園 の出 入 口 、外 周  

ア  幼 児 公 園 、街 区 公 園 及 び近 隣 公 園 には、車 の乗 入 れが出 来 ないように計 画 すること。 

イ  公 園 には、柵 又 は塀 の 設 置 、その他 利 用 者 の 安 全 確 保 を図 るための 措 置 が講 ぜられ

ていること。 

ウ  面 積 が１ ， ０ ０ ０ 平 方 メートル以 上 の公 園 にあっては、２ 以 上 の出 入 口 が配 置 されている

こと。 

（ ２ ）  公 園 の排 水  

 雨 水 等 を有 効 に排 水 できるようにすること。なお、排 水 の基 準 は第 ８ 章 第 ２ 節 及 び第 ８ 章

第 ３ 節 によること。 

（ ３ ）  公 園 の施 設  

 公 園 における施 設 は、公 園 管 理 予 定 者 と協 議 すること。 

（ ４ ）  岐 阜 県 福 祉 のまちづくり条 例 を遵 守 すること。 

 

 

第 ３ 節  緑 地  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ９ 号   

１ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 にあっては、開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 における環 境 を保

全 するため、開 発 行 為 の目 的 及 び表 ４ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して、開 発 区 域 における植

物 の生 育 の確 保 上 必 要 な樹 木 の保 存 、表 土 の保 全 その他 の必 要 な措 置 が講 ぜられるように設

計 が定 められていること。 

 

令 第 ２ ８ 条 の２   

高 さが１ ０ メートル以 上 の健 全 な樹 木 又 は高 さが５ メートル以 上 で、かつ、面 積 が３ ０ ０ 平 方 メ

ートル以 上 の 健 全 な 樹 木 の 集 団 について は、そ の存 する 土 地 を公 園 又 は緑 地 として 配 置 する

等 により、当 該 樹 木 又 は樹 木 の集 団 の保 存 の措 置 が講 ぜられていること。ただし、当 該 開 発 行

為 の目 的 及 び法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 イからニまでに掲 げる事 項 と当 該 樹 木 又 は樹 木 の集 団

の位 置 とを勘 案 してやむを得 ないと認 められる場 合 は、この限 りでない。 

高 さが１ メートルを超 える切 土 又 は盛 土 が行 われ、かつ、その切 土 又 は盛 土 をする土 地 の面

積 が１ ， ０ ０ ０ 平 方 メートル以 上 である場 合 には、当 該 切 土 又 は盛 土 を行 う部 分 について表 土 の

復 元 、客 土 、土 壌 の改 良 等 の措 置 が講 ぜられていること。 

 

 

I .  保 存 緑 地  

（ １ ）  保 存 すべき樹 木 等  
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ア  高 さ１ ０ メートル以 上 の健 全 な樹 木 又 は高 さ５ メートル以 上 の樹 木 が３ ０ ０ 平 方 メートル

以 上 の集 団 をなしている場 合 、保 存 計 画 の対 象 とすること。 

A  健 全 な樹 木 とは、｢枯 れ ていない｣、｢病 気 がない｣及 び｢主 要 な枝 が折 れていない

等 樹 容 が優 れている｣状 態 の樹 木 をいう。 

B  集 団 とは１ ０ 平 方 メートル毎 に１ 本 以 上 の密 度 で存 在 する場 合 をいう。 

イ  学 術 上 特 異 な草 木 等  

 大 規 模 開 発 の 場 合 は、自 然 環 境 保 全 調 査 を実 施 し、これにより保 存 を要 する自 生

植 物 群 落 、特 異 地 形 地 質 、動 物 集 団 生 息 地 がある場 合 は、その区 域 を緑 地 として保

存 しなければならない。 

（ ２ ）  保 存 の方 法  

ア  保 存 の措 置 とは、｢保 存 の対 象 となる樹 木 または樹 林 地 をそのまま保 存 しておく｣ことで、

地 区 内 での移 植 または植 樹 を指 しているのではない。保 存 対 象 樹 木 またはその集 団 の

存 する土 地 は少 なくとも枝 張 りの垂 直 投 影 面 下 については、切 土 や盛 土 を行 わないこと

が必 要 である。（ 図 ５ － ３ － １ 参 照 ）  

イ  公 園 、緑 地 、法 面 、緩 衝 帯 等 の一 部 または全 部 として活 用 保 存 すること。 

 

図 ５ － ３ － １  

 

I I .  回 復 緑 地  

（ １ ）  表 土 の 復 元 、客 土 、土 壌 の 改 良 等 の 措 置 が 必 要 な 行 為 とは、高 さが １ メートルを超 え る

切 土 又 は盛 土 が行 われ、かつ、その切 土 又 は盛 土 する土 地 の面 積 が１ ， ０ ０ ０ 平 方 メートル

以 上 の場 合 をいう。 

（ ２ ）  表 土 の保 全 を行 う部 分 は、公 園 で植 樹 計 画 のある部 分 、回 復 緑 地 、隣 棟 間 空 地 、緩 衝

帯 （ 緑 地 帯 ） 、道 路 の植 樹 帯 等 である。 

（ ３ ）  表 土 の保 全 方 法  

 表 土 の保 全 方 法 には、次 のような方 法 がある。 

ア  表 土 の復 元  

 開 発 区 域 内 の表 土 を造 成 工 事 中 まとめて保 存 し、粗 造 成 が終 了 する段 階 で、必 要

な部 分 に復 元 することをいう。厚 さは３ ０ ～ ５ ０ センチメートル程 度 とする。 

イ  客 土  

 開 発 区 域 外 の表 土 を採 取 し、その表 土 を開 発 区 域 内 の必 要 な部 分 に覆 うことをいう。

この場 合 、他 区 域 の表 土 をはがすことになるので、原 則 として、採 取 場 所 を慎 重 に選 ば

なければならない。 

ウ  土 壌 の改 良  

 土 壌 の 改 良 剤 と肥 料 を与 え、耕 起 することをいう。土 壌 改 良 剤 に は、有 機 質 系 （ 泥

炭 、パルプ、塵 芥 、糞 尿 等 の加 工 物 ） 、無 機 質 系 （ 特 殊 鉱 物 の加 工 物 ） 及 び合 成 高 分

切土

盛土
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子 系 （ ウレタン等 の加 工 物 ） があり、地 中 停 滞 水 土 壌 、固 結 土 壌 等 の改 良 に用 いる。 

 肥 料 には、石 炭 質 、ケイ酸 質 、苦 土 、無 機 質 、リン酸 質 等 がある。 

 また、土 壌 改 良 剤 と肥 料 を兼 ねたものもある。 

エ  その他 の方 法  

 表 土 の復 元 又 は客 土 等 の措 置 を講 じてもなお植 物 の生 育 を確 保 することが困 難 で

あるような土 質 の場 合 には、その他 の措 置 として表 ５ － ３ － ３ のような措 置 をあわせて講

ずるものとする。 

 

表 ５ － ３ － ３  

（ イ）   リッパーによる引 掻 きで土 壌 を膨 軟 にする。 

（ ロ）   
発 破 使 用 によるフカシで土 壌 を膨 軟 にする。（ 深 さ１ メートル程 度 、間 隔 ２ メートル 

程 度 防 爆 幕 使 用 等 ） 。 

（ ハ）   粘 土 均 しにより保 水 性 の悪 い土 壌 を改 良 する。 

 

 

（ ４ ）  回 復 緑 地 の植 栽  

 回 復 緑 地 は、その機 能 を十 分 に発 揮 するために原 則 として樹 木 を植 栽 すること。植 栽 密

度 は下 記 を標 準 とする。 

 高 木 を植 栽 する場 合  １ 本 ／ １ ０ 平 方 メートル以 上  

 低 木 を植 栽 する場 合  ３ 本 ／ １ ０ 平 方 メートル以 上  

（ ５ ）  その他  

ア  緑 地 は自 然 地 の保 全 、環 境 及 び景 観 の改 善 、土 地 利 用 の異 なる区 域 相 互 間 の緩 衝 、

災 害 の防 止 及 び緊 急 時 の避 難 場 所 等 の目 的 の もとに、安 全 、かつ、快 適 な環 境 を確

保 するために必 要 に応 じて計 画 すること。（ 表 ５ － ３ － ４ 参 照 ）  

イ  緑 地 は、出 来 る限 りその設 置 目 的 及 び用 途 に応 じて計 画 的 に配 置 または自 然 状 況 の

まま残 されたものとし、有 効 に設 置 目 的 の用 に供 しうるものであること。 

ウ  緑 地 （ 自 然 緑 地 は除 く） の形 状 は、その目 的 によって利 用 者 が有 効 に利 用 できるものと

し、勾 配 は１ ５ 度 以 下 であること。 

 

表 ５ － ３ － ４  

区 分  目 的  

自 然 緑 地  主 として自 然 地 の保 全 を図 ることを目 的 とする緑 地  

修 景 緑 地  主 として景 観 を改 善 することを目 的 とする緑 地  

緩 衝 緑 地  
主 として土 地 利 用 の異 なる区 域 相 互 間 の緩 衝 若 しくは公 災 害 の防 止 を図 る 

ことを目 的 とする緑 地  

避 難 緑 地  主 として災 害 時 の緊 急 避 難 の用 に供 することを目 的 とする緑 地  

遊 戯 緑 地  主 としてレクリエーションの用 に供 することを目 的 とする緑 地  

 

第 ４ 節  広 場  

（ １ ）  開 発 区 域 内 に は集 会 、行 事 等 住 民 相 互 の交 流 の用 に供 する 目 的 で、必 要 に応 じて広

場 を計 画 すること。 

（ ２ ）  駅 前 広 場 を設 置 する場 合 は、鉄 道 輸 送 による乗 降 客 数 、広 場 に出 入 りする道 路 、交 通

及 び広 場 に設 ける施 設 等 を考 慮 して計 画 すること。 
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第 ５ 節  宅 地 内 緑 化  

（ １ ）  開 発 区 域 内 の緑 化 の促 進 に努 めること。 

（ ２ ）  立 地 基 準 により開 発 区 域 内 を緑 化 する際 、植 栽 する樹 木 は市 の推 奨 種 や次 に掲 げるも

のが望 ましい。 

ア  アオギリ、アキニレ、イチョウ、エゴノキ、エノキ、オオシマザクラ、オオムラサキツツジ、カキ

ノキ、キリ、クヌギ、ケヤキ、サルスベリ、シダレザクラ、シデコブシ、センダン、トサミズキ、ナ

ンキンハゼ、ニシキギ、ニワウルシ、ニワトコ、ハコネウツギ、ハナズオウ、ハルニレ、ヒュウガ

ミズキ、マサキ、マユミ、ミズキ、ムクノキ、ムクゲ、モモ、ヤマハギ、ヤマモモ、ユリノキ、レン

ギョウ 

イ  アに類 する樹 木  

ウ  植 栽 場 所 の景 観 にふさわしい樹 木  

（ ３ ）  市 の推 奨 種 とは、岐 阜 地 域 において、人 手 が加 わる前 の自 然 植 生 （ 潜 在 植 生 ） 又 は、人

の暮 らしとのつながりの中 で作 られてきた代 償 植 生 などを構 成 する樹 種 若 しくは、自 然 分 布

がほとんど見 られないが、庭 園 種 や緑 化 種 として、長 年 にわたって使 用 され、地 域 の風 土 や

景 観 に馴 染 んでいる樹 種 である。 
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第６章  緩衝緑地  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ ０ 号   

１ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 にあっては、開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 における環 境 を保

全 するため、開 発 行 為 の目 的 及 び図 ４ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して、騒 音 、振 動 等 による

環 境 の悪 化 の防 止 上 必 要 な緑 地 帯 その他 の緩 衝 帯 が配 置 されるように設 計 が定 められている

こと。 

 

令 第 ２ ８ 条 の３   

騒 音 、振 動 等 による環 境 の悪 化 をもたらすおそれがある予 定 建 築 物 等 の建 築 又 は建 設 の用

に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 にあっては、表 ６ － ５ － １ に掲 げる幅 員 以 上 の緑 地 帯 その他 の緩

衝 帯 が開 発 区 域 の境 界 にそってその内 側 に配 置 されていなければならない。ただし、開 発 区 域

の 土 地 が 開 発 区 域 外 に ある 公 園 、緑 地 、 河 川 等 に 隣 接 する 部 分 に つ いて は 、そ の 規 模 に 応

じ、緩 衝 帯 の幅 員 を減 少 し、又 は緩 衝 帯 を配 置 しないことができる。 

 

（ １ ）  開 発 区 域 の面 積 が１ ヘクタール以 上 で、工 場 、第 １ 種 特 定 工 作 物 等 環 境 の悪 化 をもたら

すおそれのあるものの建 築 または建 設 を目 的 とする開 発 行 為 は、開 発 区 域 と他 の部 分 との

境 に緩 衝 緑 地 又 は緩 衝 帯 を表 ６ － ５ － １ により設 置 すること。 

 

表 ６ － ５ － １  

開 発 区 域 の規 模  緩 衝 帯 の幅 員  

１ ｈ ａ 以 上  １ ． ５ ｈ ａ 未 満  ４ ｍ 以 上  

１ ． ５ ｈ ａ 以 上  ５ ｈ ａ 未 満  ５ ｍ 以 上  

５ ｈ ａ 以 上  １ ５ ｈ ａ 未 満  １ ０ ｍ 以 上  

１ ５ ｈ ａ 以 上  ２ ５ ｈ ａ 未 満  １ ５ ｍ 以 上  

２ ５ ｈ ａ 以 上   ２ ０ ｍ 以 上  

 

（ ２ ）  開 発 区 域 の土 地 が開 発 区 域 外 にある公 園 、緑 地 、河 川 等 に隣 接 する部 分 については、

その規 模 に応 じて、緩 衝 帯 の幅 員 を減 少 し、又 は、緩 衝 帯 を配 置 しないことが出 来 る。(図

６ － ５ － １ 参 照 ) 

（ ３ ）  緩 衝 帯 は、境 界 に縁 石 または境 界 柵 等 を設 置 するものとし、その区 域 を明 らかにすること。 

（ ４ ）  原 則 として嵩 上 げ（ ３ ０ センチメートル以 上 ） をし、常 緑 樹 等 を植 栽 すること。植 栽 密 度 は

下 記 を標 準 とする。(図 ６ － ５ － ２ 参 照 ) 

 高 木 を植 栽 する場 合 （ 成 長 樹 １ ０ メートル以 上 ）  １ 本 ／ １ ０ 平 方 メートル以 上  

 低 木 を植 栽 する場 合     ３ 本 ／ １ ０ 平 方 メートル以 上  

（ ５ ）  緑 地 等 の基 準 については、第 ５ 章 第 ３ 節 も参 照 すること。 
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図 ６ － ５ － １  

（ 河川・ 水路等）
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第７章  給水施設  

第 １ 節  給 水 計 画  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号   

主 として、自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 以 外 の開

発 行 為 にあっては、水 道 その他 の給 水 施 設 が、表 ４ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して、当 該 開

発 区 域 について想 定 される需 要 に支 障 を来 さないような構 造 及 び能 力 で適 当 に配 置 されるよう

に設 計 が定 められていること。この場 合 において、当 該 給 水 施 設 に関 する都 市 計 画 が定 められ

ているときは、設 計 がこれに適 合 していること。 

 

（ １ ）  開 発 区 域 内 に は、その 開 発 区 域 の 規 模 、地 形 、予 定 建 築 物 の 用 途 及 び敷 地 の 規 模 、

配 置 等 を勘 案 して、当 該 開 発 区 域 について 想 定 される需 要 を満 たすこ とが出 来 る 能 力 及

び構 造 で給 水 施 設 が設 置 されていること。 

（ ２ ）  給 水 計 画 の立 案 にあたっては、あらかじめ岐 阜 市 水 道 事 業 及 び下 水 道 事 業 管 理 者 と協

議 すること。 

（ ３ ）  開 発 区 域 は、原 則 として岐 阜 市 水 道 事 業 及 び下 水 道 事 業 管 理 者 の設 置 する水 道 施 設

から給 水 を受 けること。 

 

 

第 ２ 節  給 水 施 設  

（ １ ）  給 水 施 設 の設 計 及 び施 工 にあたっては、あらかじめ岐 阜 市 水 道 事 業 及 び下 水 道 事 業 管

理 者 と協 議 し、その指 示 に従 うこと。 

（ ２ ）  管 の埋 没 深 さは、道 路 管 理 者 等 と協 議 すること。 

 

 

第 ３ 節  消 防 水 利  

 

令 第 ２ ５ 条   

消 防 に必 要 な水 利 として利 用 できる河 川 、池 沼 その他 の水 利 が消 防 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の規

定 による勧 告 に係 る基 準 に適 合 していない場 合 において設 置 する貯 水 施 設 は、当 該 基 準 に適

合 しているものであること。 

 

（ １ ）  消 防 水 利 の能 力 及 び構 造 は、消 防 水 利 の基 準 ※ 7を上 回 っているものであり、かつ、次 の

各 号 に留 意 した計 画 であること。 

ア  消 防 水 利 の設 置 場 所 及 び管 理 方 法 は、岐 阜 市 消 防 本 部 消 防 課 と協 議 すること。 

イ  開 発 区 域 内 の防 火 対 象 物 から一 の消 防 水 利 に至 る距 離 は、用 途 地 域 及 び平 均 風 速

に応 じて、それぞれ表 ７ － ３ － １ に掲 げる数 値 以 内 とすること。なお、適 用 にあたっては、

岐 阜 市 消 防 本 部 消 防 課 の指 示 によること。 

 

 
※7  昭和３９年１２月１０日付け消防庁告示第７号（改正：令和 5 年 12 月 25 日付け消防庁告示第 19 号） 

-235-



 

 

表 ７ － ３ － １  

年 間 平 均 風 速  

用 途 地 域  
４ sec

m 未 満 の場 合  ４ sec
m 以 上 の場 合  

近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 工 業 地

域 、工 業 専 用 地 域  
１ ０ ０ ｍ  ８ ０ ｍ  

上 記 以 外 の用 途 地 域 及 び用 途 地 域 の

定 めのない地 域  
１ ２ ０ ｍ  １ ０ ０ ｍ  

 

（ ２ ）  開 発 区 域 の 面 積 が０ ． ５ ヘクタール以 上 又 は予 定 建 築 物 が ２ ５ 棟 以 上 の場 合 は、防 火

水 槽 を設 置 すること。なお、消 防 水 利 の設 置 については、岐 阜 市 消 防 本 部 消 防 課 の指 示

によること。 
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第８章  排水施設  

排 水 施 設 は、次 の基 準 に適 合 するように設 計 されていること。 

 

第 １ 節  排 水 計 画  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号   

排 水 路 その他 の排 水 施 設 が、表 ８ － １ － １ に掲 げる事 項 を勘 案 して、開 発 区 域 内 の下 水 ※ 8

を有 効 に排 出 するとともに、その排 出 によって開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 に溢 水 等 による被

害 が生 じないような構 造 及 び能 力 で適 当 に配 置 される用 に設 計 が定 められていること。この場 合

において、当 該 排 水 施 設 に関 する都 市 計 画 が定 められているときは、設 計 が これに適 合 してい

ること。 

 

令 第 ２ ６ 条   

開 発 区 域 内 の排 水 施 設 は、開 発 区 域 の規 模 、地 形 、予 定 建 築 物 等 の用 途 、降 水 量 等 から

想 定 される汚 水 及 び雨 水 を有 効 に排 出 することができるように、管 渠 の勾 配 及 び断 面 積 が定 め

られていること。 

開 発 区 域 内 の排 水 施 設 は、放 流 先 の排 水 能 力 、利 水 の状 況 その他 の状 況 を勘 案 して、開

発 区 域 内 の下 水 を有 効 かつ適 切 に排 出 することができるように、下 水 道 、排 水 路 その他 の排 水

施 設 又 は河 川 その他 の公 共 の水 域 若 しくは海 域 に接 続 していること。この場 合 において、放 流

先 の排 水 能 力 によりやむを得 ないと認 められるときは、開 発 区 域 内 において一 時 雨 水 を貯 留 す

る遊 水 池 その他 の適 当 な施 設 を設 けることを妨 げない。 

雨 水 ※ 9以 外 の下 水 は、原 則 として、暗 渠 によって排 出 することができるように定 められているこ

と。 

 

（ １ ）  開 発 区 域 内 には、その 開 発 区 域 の 規 模 、地 形 、予 定 建 築 物 の用 途 及 び降 雨 量 等 から

想 定 される汚 水 及 び雨 水 を有 効 に排 出 しうる能 力 及 び構 造 で排 水 施 設 が設 置 されている

こと。この場 合 排 水 施 設 は、放 流 先 の排 水 能 力 、水 利 の 状 況 を勘 案 して 、開 発 区 域 内 の

雨 水 、その他 の排 水 を有 効 、かつ、適 切 に排 水 できるように下 水 道 、排 水 路 または河 川 等

公 共 の水 域 に接 続 していること。 

（ ２ ）  既 存 の河 川 、ため池 等 に排 出 する場 合 は、当 該 河 川 、ため池 等 の所 有 者 及 び管 理 者 と

協 議 し、または同 意 を得 ること。 

（ ３ ）  雨 水 並 びに処 理 された汚 水 及 びこれと同 等 以 上 清 浄 である汚 水 以 外 の下 水 は、原 則 と

して暗 渠 によって排 出 すること。 

（ ４ ）  下 水 の排 除 方 法 は、原 則 として分 流 式 とすること。 

（ ５ ）  計 画 排 水 区 域 は、汚 水 については開 発 区 域 とし、雨 水 については開 発 区 域 を含 む地 形

上 の流 域 とすること。 

（ ６ ）  原 則 として流 域 は、変 更 しないこと。やむを得 ず流 域 変 更 をする場 合 は、その影 響 を最 小

限 にするために必 要 な措 置 を講 じること。 

  

 
※8  下水道法第２条第１号。生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは附随する排水又は雨水をいう。 
※9  処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。 
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表 ８ － １ － １  

（ イ）   表 ４ － １ － １ に掲 げる事 項  

（ ロ）   当 該 地 域 における降 水 量  

（ ハ）   流 先 の状 況  

 

 

第 ２ 節  計 画 雨 水 量  

（ １ ）  計 画 雨 水 量 の算 定 方 式 は、合 理 式 を標 準 とすること。 

 AIC
360

1Q     

  Q :計 画 雨 水 量 （ sec
m3

）  C :流 出 係 数  

  I :降 雨 強 度 （ hr
mm ）  A :開 発 面 積 （ ha）  

ア  降 雨 強 度 I は次 式 により求 めること。 

イ  

bt
aI n  

 
 

        t :降 雨 継 続 時 間 （ min）  

  a、b、n :表 ８ － ２ － １ による 

        降 雨 強 度 I の略 算 に用 いる数 値 としては、表 ８ － ２ － ２ によることができる。 

 

表 ８ － ２ － １  

確 率 年  a  B  n  

１ ０ ０  ２ ９ ３ １ ． １  ８ ． ２ １ ６  ３ ／ ４  

５ ０  ２ ６ ３ ７ ． ５  ８ ． ２ ０ ９  ３ ／ ４  

３ ０  ２ ４ ２ ０ ． ４  ８ ． ２ １ ５  ３ ／ ４  

１ ０  １ ９ ４ ４ ． ２  ８ ． ２ １ ４  ３ ／ ４  

５  １ ０ ０ ８ ． １  ３ ． ７ １ １  ２ ／ ３  

２  ７ １ ４ ． ２  ３ ． ７ ２ ２  ２ ／ ３  

 

表 ８ － ２ － ２  

確 率 年  
到 達 時 間 （ t）  

１ ０ 分  ２ ０ 分  ３ ０ 分  

１ ０ ０  ２ １ ２  １ ６ ６  １ ３ ９  

５ ０  １ ９ １  １ ４ ９  １ ２ ５  

３ ０  １ ７ ５  １ ３ ７  １ １ ５  

１ ０  １ ４ １  １ １ ０  ９ ２  

 

ウ  到 達 時 間 は、表 ８ － ２ － ３ の値 を標 準 とすること。 

 ただし、地 域 の形 状 等 により表 ８ － ２ － ３ を適 用 することが不 適 当 な場 合 は、次 式 に

より算 出 すること。なお、時 間 の算 出 については、表 ８ － ２ － ４ を参 照 のこと。 

到 達 時 間 （ ｔ ）  ＝  流 入 時 間  ＋  渓 流 流 下 時 間  ＋  人 工 水 路 流 下 時 間  

エ  排 水 施 設 に対 する確 率 年 の適 用 は、表 ８ － ２ － ５ を標 準 とすること。 

（ ２ ）  流 出 係 数 は、表 ８ － ２ － ６ による数 値 を標 準 とすること。 

 

 

表 ８ － ２ － ３  

流 域 面 積  到 達 時 間 (ｔ )  

５ ０ ｈ ａ 未 満  １ ０ 分  
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１ ０ ０ ｈ ａ 未 満  ２ ０ 分  

５ ０ ０ ｈ ａ 未 満  ３ ０ 分  

 

表 ８ － ２ － ４  

区 間  流 速  摘 要  

流 入  0.3  sec
m  林 地 ･草 地  

渓 流 流 下  

0.6

l
h20  

 
 

 
 
   sec

m  h： 区 間 高 低 差 （ ｍ ） 、 l： 流 入 延 長  

人 工 水 路 流 下  改 修 流 速  sec
m   

 

 

表 ８ － ２ － ５  

種 別  確 率 年  

排 水 施 設  １ ０ 年  

洪 水 調 節 容 量  ３ ０ 年  

余 水 吐 能 力  １ ０ ０ 年  

 

表 ８ － ２ － ６  

地 表 の状 況  係 数  

平 坦 な農 地  ０ ． ６  

優 良 な林 地  ０ ． ７  

普 通 林 地 、択 伐 地  ０ ． ８  

皆 伐 地 、 優 良 な 草 地 、 ゴ ル フ

場 のコース 
０ ． ９  

宅 地 、裸 地 、荒 廃 地  １ ． ０  

 

 

第 ３ 節  断 面 設 計  

（ １ ）  汚 水 管 渠 にあっては、計 画 時 間 最 大 汚 水 量 とすること。 

（ ２ ）  雨 水 管 渠 にあっては、計 画 雨 水 量 とすること。 

（ ３ ）  流 量 の計 算 は、次 の式 のいずれかによること。なお、洪 水 時 において土 砂 流 入 による流 速

減 が考 えられる場 合 は、その流 速 減 を考 慮 の上 、流 過 断 面 等 を設 計 するものであること。 

 Q： 流 量 （ sec
m3

） 、A :流 水 の断 面 積 （ 2m ） 、V :流 速 （ sec
m ） 、n :粗 度 係 数 （ 表 ８ － ３ －

１ による） 、R :径 深 = P
A （ m） 、P :流 水 の潤 辺 長 （ m） 、 I :勾 配 （ 少 数 又 は分 数 ）  

ア  マニング式  

  
2
1

3
2

IR
n
1V

VAQ

   

  

 

イ  クッター式  
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  RI

R
n

I
0.00155231

I
0.00155

n
123

V

VAQ

 
  

 
 

 
 
   

  
 

  

 

 

表 ８ － ３ － １ （ 粗 度 係 数 表 ）  

河 川 及 び水 路 の状 況  ｎ の範 囲  
ｎ の 標 準

値  

一 般 河 道  ０．０３０～０．０３５ ０．０３５ 

急 流 河 川 及 び川 幅 が広 く水 深 が浅 い河 川  ０．０４０～０．０５０ ０．０４５ 

三 面 張 水 路   ０．０２５ 

コンクリート人 工 水 路  ０．０１４～０．０２０ ０．０２０ 

コンクリート管 及 び U 字 溝 （ コンクリート２ 次 製 品 ）   ０．０１３ 

Ｕ 型 水 路 （ 現 場 打 ちコンクリート）   ０．０１５ 

組 立 水 路  ０．０２５～０．０３３ ０．０３０ 

両 岸 石 張 小 水 路 （ 泥 土 床 ）   ０．０２５ 

硬 質 塩 化 ビニール管   ０．０１０ 

 

（ ４ ）  排 水 路 の 断 面 積 は、開 水 路 の 場 合 は２ 割 の 余 裕 高 （ ８ 割 水 深 ） 、また管 路 の 場 合 は余

裕 高 なしの満 流 状 態 で有 効 断 面 を算 定 すること。なお、山 林 ・ 農 地 等 を集 水 区 域 に含 み、

土 砂 等 が混 入 するおそれのある流 路 にあっては、流 量 計 算 に表 ８ － ３ － ２ の安 全 率 を適 用

すること。また、橋 梁 架 設 する場 合 には、更 に余 裕 ０ ． ５ メートル以 上 とること。ただし、保 安

林 、砂 防 指 定 地 等 がある場 合 には、いずれか大 きい方 をとること。 

 

表 ８ － ３ － ２  

 sec
m5.0V  未 満  sec

m5.0V  以 上  

開 水 路  １ ． ５ 以 上  sec
m5.0V  として計 算 し２ とする。 

暗 渠  ２ 以 上  sec
m5.0V  として計 算 し２ 以 上 とする。 

 

（ ５ ）  宅 地 造 成 事 業 （ 別 荘 を除 く。） の 管 渠 の流 速 並 びに勾 配 及 び最 小 内 径 又 は最 小 内 法

幅 は、原 則 として表 ８ － ３ － ３ の値 とすること（ ただし、取 付 け管 の最 小 内 径 又 は最 小 内 法

幅 は、汚 水 管 にあっては１ ０ ０ ミリメートル、雨 水 管 渠 にあっては１ ５ ０ ミリメートルとすることが

出 来 る。） 。また、その他 の造 成 事 業 の流 速 は、５ ． ０ メートル毎 秒 以 下 を標 準 とする。 

（ ６ ）  排 水 施 設 の構 造  

ア  堅 固 で耐 久 力 を有 する構 造 であること。 

イ  陶 器 、コンクリート、れんがその他 の耐 水 性 の材 料 で造 り、かつ、漏 水 を最 小 限 度 のもの

とする措 置 が講 ぜられていること。 

ウ  公 共 の用 に供 する排 水 施 設 は、道 路 その他 排 水 施 設 の維 持 管 理 上 支 障 がない場 所

に設 置 すること。 
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表 ８ － ３ － ３  

管 渠 の種 類  
流 速 （ sec

m ）  
最 小 内 径 又 は最 小 内 法 幅 （ mm）  

最 小  最 大  

汚 水 管 渠  ０ ． ６  ３ ． ０  ２ ０ ０  

雨 水 管 渠  ０ ． ８  ３ ． ０  ２ ５ ０  

 

（ ７ ）  管 渠 等 の構 造 等  

ア  管 渠 について は、水 圧 、外 圧 に 対 する 耐 力 、形 状 、工 事 費 、将 来 の 維 持 管 理 費 等 を

十 分 考 慮 し、ビニール管 、鉄 筋 コンクリート管 、遠 心 力 鉄 筋 コンクリート管 または現 場 打

ち鉄 筋 コンクリート渠 等 のうち、最 も適 当 なものを選 ぶこと。 

イ  雨 水 の排 水 路 は、原 則 として開 渠 とすること。ただし、蓋 の布 設 を必 要 とする場 合 は、５

メートル以 内 に１ ヶ所 以 上 のグレーチング蓋 とすること。 

ウ  雨 水 排 水 路 は、地 形 の出 来 るだけ低 位 部 に配 置 し、地 域 の排 水 が完 全 に行 われる位

置 に設 置 すること。また、縦 断 勾 配 の変 化 や屈 曲 部 についても適 切 に配 慮 し、流 速 の

変 化 等 による溢 水 が生 じないようにすること。跳 水 が生 じるおそれがある場 合 は、落 差 工 、

減 勢 工 等 を設 置 すること。 

（ ８ ）  桝 ･マンホール 

ア  次 に掲 げる暗 渠 構 造 の部 分 の箇 所 には、桝 又 はマンホールを設 置 すること。 

A  管 渠 の始 まる箇 所  

B  下 水 の流 路 の方 向 、勾 配 又 は断 面 が著 しく変 化 する箇 所 。ただし、清 掃 に支 障

のないときは、この限 りでない。 

C  管 渠 の長 さがその内 径 又 は内 法 幅 の１ ２ ０ 倍 を超 えない箇 所  

D  維 持 管 理 上 必 要 な箇 所  

E  管 渠 が合 流 する箇 所 、段 差 を生 じる箇 所 （ 段 差 ６ ０ センチメートル以 上 の場 合 は、

副 管 付 きマンホールを設 けること）  

イ  桝 又 はマンホールには、蓋 （ 汚 水 を排 除 するものにあっては、密 閉 することができる蓋 に

限 る。） が設 けられていること。 

ウ  桝 又 はマンホールの底 は、雨 水 を排 除 すべきものにあっては、深 さ１ ５ センチメートル以

上 の泥 溜 めを、その他 のものにあっては、その接 続 する管 渠 の内 径 又 は内 法 幅 に応 じ

相 当 の幅 のインバートを設 置 すること。 

（ ９ ）  管 渠 の埋 設 位 置 及 び深 さは、道 路 管 理 者 等 と協 議 すること。 

（ １ ０ ）  管 渠 の接 合 は、次 の各 項 を考 慮 して定 めること。 

ア  管 渠 の管 径 が 変 化 する 場 合 または合 流 する 場 合 の 接 合 方 法 は、水 面 接 合 又 は管 頂

接 合 とすること。 

イ  地 表 勾 配 が急 な場 合 は、地 表 勾 配 に応 じて段 差 接 合 又 は階 段 接 合 とすること。 

ウ  合 流 する 場 合 の 中 心 交 角 は、 原 則 とし て ６ ０ 度 以 下 とし 、曲 線 をも って 合 流 する 場 合   

曲 線 半 径 の５ 倍 以 上 とすること。 

（ １ １ ）  渓 流 及 び既 存 排 水 路 の処 理  

ア  原 則 として開 渠 とされていること。ただし、やむを得 ない場 合 には、当 該 計 画 位 置 におけ

る流 域 面 積 が５ ヘクタール未 満 については断 面 決 定 流 速 が５ メートル毎 秒 以 上 につい

て５ メートル毎 秒 とし、安 全 率 を２ とした暗 渠 としてもよい。また、この場 合 流 域 面 積 が３

ヘクタール以 上 はのみ口 の処 理 を床 止 工 とし、３ ヘクタール未 満 については集 水 桝 とさ

れていること。 

イ  当 該 計 画 位 置 上 流 に接 近 して暗 渠 工 が計 画 されている場 合 には、同 一 断 面 又 はその

断 面 以 上 で計 画 されていること。 

ウ  暗 渠 工 の最 小 内 径 又 は最 小 内 法 幅 は、１ ． ０ メートル以 上 とされていること。ただし、施

工 延 長 ２ ０ メートル未 満 の場 合 には、０ ． ６ メートル以 上 とすることができる。 

エ  マンホールは、５ ０ メートル毎 に１ ヶ所 設 置 されていること。 
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第 ４ 節  汚 水 処 理 施 設  

（ １ ）  浄 化 槽 法 第 ２ 条 第 １ 号 による処 理 施 設 の設 置 は、同 法 に基 づくものとする。 

（ ２ ）  処 理 水 の放 流 については、その水 質 が下 水 道 法 施 行 令 に定 める放 流 水 の水 質 の技 術

上 の基 準 及 び水 質 汚 濁 防 止 法 等 関 係 法 令 の規 定 に適 合 するとともに、放 流 先 の管 理 者

及 び漁 業 団 体 等 と協 議 すること。 

（ ３ ）  工 場 用 水 、井 河 水 等 を使 用 する 工 場 、事 業 所 等 のうち 、排 水 量 の 多 いものに ついて は

個 々の 排 水 量 の 調 査 をもとにし、将 来 の拡 張 、新 設 の見 通 しを考 慮 し、その他 のものにつ

いては出 荷 量 あたり用 水 量 又 は敷 地 面 積 あたり用 水 量 に基 づいて決 定 すること。 

（ ４ ）  設 計 水 量 については、「 建 築 物 の用 途 別 による屎 尿 浄 化 槽 の処 理 対 象 人 員 算 定 基 準 」

によること。なお、住 宅 団 地 造 成 に伴 い設 けられる集 中 屎 尿 浄 化 槽 については、前 記 のほ

か、次 に掲 げる事 項 に留 意 すること。 

ア  戸 建 住 宅 団 地 の 場 合 で、宅 地 分 譲 等 建 物 規 模 が不 確 定 な 場 合 は、戸 あたりの 処 理

対 象 人 員 は、６ 人 とすること。 

イ  浸 透 地 下 水 等 を考 慮 し 、１ 人 １ 日 あたりの汚 水 量 に１ ０ パーセント程 度 加 算 するものと

する。 

（ ５ ）  汚 水 管 渠 は、第 ３ 節 の定 めによること。 

 

第 ５ 節  開 発 区 域 外 への排 水 計 画  

開 発 行 為 に伴 い開 発 区 域 外 の河 川 、水 路 、下 水 道 等 に排 水 する場 合 は、次 によること。 

 

I .  基 本 事 項  

（ １ ）  排 水 先 の同 意  

 開 発 行 為 に伴 い開 発 区 域 外 の河 川 等 に排 水 を排 出 する場 合 は、河 川 管 理 者 の同 意 を

得 ること。 

（ ２ ）  下 流 河 川 等 の流 下 能 力 が不 足 し、開 発 区 域 下 流 において溢 水 等 の被 害 が発 生 するお

それがある場 合 は、下 流 河 川 等 に対 する治 水 対 策 をとること。 

（ ３ ）  原 則 として、１ ヘクタール以 上 の大 規 模 開 発 に伴 う河 川 流 域 の流 出 機 構 が変 化 し、当 該

河 川 の 流 量 を著 しく増 加 させる場 合 は、下 流 河 川 の状 況 により河 川 の 改 修 、調 整 池 の 設

置 等 によって、有 効 適 切 に排 水 できるように考 慮 すること。 

なお、開 発 区 域 の面 積 が１ ヘクタール未 満 の場 合 は、開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 形 地

表 の状 況 を勘 案 し、必 要 に応 じて雨 水 流 出 抑 制 施 設 の設 置 に努 めること。 

（ ４ ）  河 川 改 修 、調 整 池 の設 置 等 にあたっては下 流 水 路 及 び河 川 の狭 小 部 の調 査 を行 うこと。

なお、河 川 狭 小 部 の調 査 範 囲 については次 のとおりとする。 

ア  排 水 経 路 に おけ る 放 流 先 の 水 路 及 び河 川 の 流 下 能 力 等 の 調 査 範 囲 は 、原 則 として

調 査 地 点 の集 水 面 積 に 占 める開 発 区 域 全 体 面 積 の割 合 が２ ． ０ パーセント以 下 にな

るまでの地 点 とする。ただし、下 流 部 分 に過 去 の災 害 等 の実 績 から、特 に配 慮 を要 する

場 合 があるので、河 川 管 理 者 と協 議 の上 、調 査 範 囲 を決 定 すること。 

イ  下 流 の流 下 能 力 は、縦 横 断 測 量 によることになるが、河 川 管 理 者 において把 握 してい

る場 合 はその値 による。なお、河 床 変 動 等 もあり得 るので現 地 の調 査 は行 うこと。 

 調 査 は次 の手 順 による。 

A  流 域 図 により河 川 狭 小 部 の調 査 範 囲 を仮 決 定 する。 

B  橋 梁 架 設 部 などネック点 になると思 われる箇 所 を重 点 にポール横 断 等 による概 略

測 量 を行 う。 

C  B の結 果 を基 に、河 川 管 理 者 と調 査 範 囲 、ネック点 の検 討 箇 所 について協 議 を
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行 う。（ 河 川 の規 模 、状 況 により調 査 測 量 地 点 を決 定 する。）  

D  狭 小 部 と思 われる地 点 付 近 の縦 横 断 測 量 を行 う。 

E  開 発 許 可 にあっては、D の結 果 を基 に、都 市 計 画 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の規 定 に基

づく同 意 申 請 を河 川 管 理 者 に対 して行 う。なお、他 法 令 により狭 小 部 が明 らかにさ

れている場 合 は、この限 りでない。 

（ ５ ）  原 則 として、防 災 調 整 池 と貯 水 池 等 は兼 用 しないものとする。ただし、地 形 上 及 びその他

の地 質 によりやむを得 ない場 合 で、管 理 体 制 が明 確 で確 実 なものについては、この限 りでな

い。 

（ ６ ）  設 計 は、この基 準 に適 合 するほか、河 川 管 理 者 と協 議 された内 容 が反 映 されたものであ

ること。 

 

I I .  下 流 河 川 を改 修 する場 合  

（ １ ）  下 流 河 川 の改 修 範 囲 は、原 則 として排 水 地 点 から流 量 増 の影 響 が無 くなる地 点 までとす

ること。 

（ ２ ）  河 川 改 修 規 模 及 び工 法 は、開 発 行 為 の大 小 、下 流 河 川 の流 下 能 力 、災 害 頻 度 、背 後

地 の重 要 性 等 種 々な要 素 を勘 案 して決 定 し、その工 法 は現 場 に即 したものとすること。 

（ ３ ）  開 発 により流 量 増 が 極 端 に小 さいものについて は、流 量 増 による洪 水 被 害 よりも土 砂 流

出 による河 道 の埋 塞 が生 じ、災 害 を被 る恐 れがあるので、流 出 土 砂 の対 策 を十 分 考 慮 する

こと。 

（ ４ ）  開 発 区 域 内 に 調 整 池 を設 ける場 合 、下 流 河 川 は、調 整 池 での調 整 容 量 の不 足 する流

量 を安 全 に流 下 できる断 面 以 上 で改 修 すること。 

（ ５ ）  開 発 事 業 による流 量 増 は、次 式 によるものであること。 

   Airifif
360

1Q 21       

  if1 ： 開 発 区 域 の流 出 係 数 （ 表 ８ － ２ － ６ を参 照 ）  

  if2 ： 開 発 前 の流 出 係 数 （ 表 ８ － ２ － ６ を参 照 ）  

  r： 降 雨 強 度 （ hr
mm ） （ 表 ８ － ２ － ２ を参 照 ）  

  Ai :開 発 面 積 （ ha）  

 

（ ６ ）  計 画 洪 水 流 量 は、次 式 によるものであること。 

 Arf
360

1Q      

  Q： 計 画 洪 水 流 量 （ sec
m3

） 、 f： 流 出 係 数 （ 表 ８ － ２ － ６ を参 照 ）  

  r： 洪 水 計 画 到 達 時 間 内 の降 雨 強 度 （ hr
mm ） （ 表 ８ － ２ － ２ を参 照 ）  

  A :開 発 面 積 （ ha）  

 

（ ７ ）  通 水 断 面 計 算 は、マニングの流 速 公 式 によること。 
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I I I .  調 整 池 を設 置 する場 合  

（ １ ）  全 高 は１ ０ メートル未 満 （ やむを得 ない場 合 は１ ５ メートル未 満 ） とし、構 造 は原 則 としてコ

ンクリート重 力 式 ダムとすること。ただし、基 礎 地 盤 の支 持 力 の不 足 等 で真 にやむを得 ない

場 合 は、フィルダムとすることが出 来 る。 

（ ２ ）  調 整 池 の洪 水 調 整 方 式 は、原 則 として自 然 放 流 方 式 とすること。 

（ ３ ）  調 整 池 内 法 面 は、浸 食 防 止 用 保 護 工 を設 置 すること。 

（ ４ ）  必 要 調 節 容 量 は、開 発 事 業 後 における年 超 過 率 ３ ０ 分 の１ で求 めた洪 水 のピーク流 量

の値 を調 整 池 下 流 の流 下 能 力 の値 まで調 節 するものとし、次 式 により算 定 すること。 

 

fAFrc

fA
360
ti

2
rcriV

   

    
 
 

 
 
   

　　

 
fA

360Qrc
 

  '  
360
ti

2
rcriFrc   

 
 

 
 
    

 V :必 要 調 節 容 量 （ 3m ） 、ri : 30
1 年 確 率 の降 雨 強 度 （ hr

mm ） 、 

 rc :調 整 池 下 流 の流 下 能 力 の値 に対 応 する降 雨 強 度 （ hr
mm ） 、 

 t i :容 量 が最 大 となる降 雨 継 続 時 間 （ sec） 、A :集 水 面 積 （ ha） 、 f :開 発 後 の流 出 係 数 、 

 Frc :洪 水 調 節 容 量 （ 3m ） 、Q' :調 整 池 下 流 の流 下 能 力 （ sec
m3

）  

 計 算 例 については第 １ ０ 章 第 ２ 節 I を参 照 のこと。 

 なお、流 下 能 力 最 小 地 点 の比 流 量 が 0.226
ha

secm3

を上 回 る場 合 は、この値 をもって許

容 放 流 量 を決 定 するものとする。 

（ ５ ）  調 整 池 設 置 後 における管 理 者 が明 確 にされていること。また、維 持 管 理 が容 易 に出 来 る

設 計 になっていること。 

（ ６ ）  公 園 、駐 車 場 、テニスコ ート等 他 の 利 用 目 的 と兼 用 する 調 整 池 は、調 整 池 の 機 能 が 確

実 に維 持 されると認 められるものであって、第 １ ０ 章 第 ３ 節 『 宅 地 開 発 に 伴 い設 置 される洪

水 調 節 (整 )池 の多 目 的 利 用 指 針 (案 )』 に適 合 するものであること。なお、都 市 計 画 法 に基

づき確 保 することが必 要 な公 園 、緑 地 、広 場 （ 以 下 ｢公 園 等 ｣という。） を導 入 施 設 とする場

合 は、調 整 池 が 公 共 施 設 として 岐 阜 市 に 管 理 及 び帰 属 する 旨 の 協 議 がなされ たも ので、

公 園 等 の管 理 予 定 者 と導 入 施 設 について、管 理 協 定 がなされているもの以 外 は、原 則 とし

て、調 整 池 との兼 用 は認 めないこととする。 

 

IV.  沈 砂 池 を設 置 する場 合  

（ １ ）  原 則 として、開 発 区 域 の面 積 が１ ヘクタール以 上 の場 合 に、下 流 に対 する災 害 を防 止 す

るために適 切 な位 置 に必 要 な規 模 、強 度 及 び耐 久 性 を有 する防 災 施 設 の設 置 するものと

する。 

なお、開 発 区 域 の面 積 が１ ヘクタール未 満 の場 合 は、開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 形 地

表 の状 況 を勘 案 して、土 砂 流 出 防 止 対 策 施 設 の設 置 に努 めること。 

（ ２ ）  沈 砂 池 を設 置 する場 合 、設 計 堆 積 土 砂 量 は１ ０ 年 を標 準 とし、次 式 により算 出 すること。 

 沈 砂 容 量 （ Ｖ ） ＝ 施 工 期 間 中 流 出 土 砂 量 （ Ⅰ） ＋ 工 事 完 了 後 流 出 土 砂 量 （ Ⅱ） ＋  

未 開 発 部 分 の流 出 土 砂 量 （ Ⅲ） ＋ 床 堀 土 等 計 画 容 量 区 域 内 への残 土 処 理 （ Ⅳ）  

ア  （ Ⅰ）  施 工 期 間 中 における流 出 土 砂 量 は、４ ０ ０ 立 方 メートル毎 ヘクタール年 とする。

流 出 土 砂 量 は、工 事 期 間 に応 じて月 割 りとするが、４ ヶ月 以 下 の場 合 は４ ヶ月 として算

出 すること。ただし、施 行 期 間 中 の流 出 土 砂 量 に ついては、架 設 堰 堤 を設 ける場 合 に

は、その土 量 を除 くことが出 来 る。 

イ  （ Ⅱ）  次 式 によること。 
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  ： 工 事 完 了 後 の土 砂 量 （ 3m ） 、 ： 盛 土 部 分 の流 出 土 砂 量 （ 3m ） 、 

  ： 切 土 部 分 の流 出 土 砂 量 （ 3m ） 、 

  、 ： 盛 土 部 分 、切 土 部 分 のそれぞれの面 積 （ ha） 。ただし、コンクリート、 

   アスファルト等 で被 覆 されている部 分 は除 くことができる。 

  ： １ 年 あたりの流 出 土 砂 量 （ ）  

   １ 年 あたりの流 出 土 砂 量 は、次 の数 値 を標 準 とする。 

   宅 地 造 成 事 業 （ 建 築 物 の建 築 ）   １ ０ ０  

   その他 の事 業 （ 特 定 工 作 物 の建 設 ）  ２ ０ ０  

 ただし、計 画 区 域 の全 体 が極 めて平 坦 であり、地 形 、地 質 上 土 砂 流 出 が極 めて少 な

いと考 えられる場 合 にあっては、次 の値 まで縮 小 することができる。 

  

  ： 工 事 完 了 後 の土 砂 量 （ 3m ） 、A： 開 発 面 積 （ ha） 。ただし、コンクリート、 

   アスファルト等 で被 覆 されている部 分 は除 くことができる。 

  f： １ ５  

ウ  （ Ⅲ）  次 式 によること。 

  

  ： 未 開 発 部 分 の土 砂 量 （ 3m ） 、A： 未 開 発 部 分 の面 積 （ ha） 、 

  f ： 皆 伐 地 、 草 地 ＝ １ ５ 、 択 伐 地 ＝ ２ 、 普 通 林 地 ＝ １

 

エ  （ Ⅳ）  残 土 処 理 する場 合 、その土 砂 量 を算 定 すること。 

 

（ ３ ）  工 事 完 了 後 に おいて、浚 渫 する 場 合 に は（ Ⅰ） 又 は｛ （ Ⅱ） ＋ （ Ⅲ） ＋ （ Ⅳ） ｝ の いずれか

大 きいほうによること。 

 

V.  水 源 を確 保 する場 合  

（ １ ）  飲 料 用 、灌 漑 用 水 等 の水 源 として依 存 している流 域 を開 発 する場 合 は、周 辺 及 び下 流

における水 利 用 の 実 態 等 からみて必 要 な 水 量 を確 保 する 必 要 が ある場 合 には、貯 水 池 、

取 水 施 設 、導 水 路 等 の設 置 、その他 の措 置 を適 切 に講 ずるものとする。 

（ ２ ）  下 流 の農 業 用 水 等 の確 保 必 要 量 の算 定 は、次 式 によるものであること。 

cfS VVV   XA4.4
5
X7X3AV fff   

 
 

 
 
     

XA1.47
15
X7

3
X3AV ccc   

 
 

 
 
     

SV fV

cV

fA cA

X 年ha
m3

 

年ha
m3

 

年ha
m3

 

fA5VS    

SV

年ha
m3

 

fA5VO    

OV

年ha
m3

 年ha
m3

 

年ha
m3

 

-245-



 

 

   
R
1ArffV 12       

 V： 貯 水 必 要 量 （ 3m ） 、 1f ： 開 発 前 の流 水 率 （ 表 ８ － ２ － ６ 参 照 ） 、 2f ： 開 発 後 の流 水 率

（ 表 ８ － ２ － ６ 参 照 ） 、r： 灌 漑 期 間 の総 降 雨 量 （ m） 。ただし、日 雨 量 が５ ミリメートル以 下 の

ものは除 く。A： 工 事 区 域 総 面 積 （ 2m ） 、R： 利 用 率  

 

VI .  既 設 堰 堤 等 がある場 合  

開 発 区 域 の下 流 に既 設 堰 堤 等 がある場 合 は、堤 体 、余 水 吐 等 の 安 全 性 を検 討 し、次 の条 件

を満 足 するものであること。 

（ １ ）  既 存 の機 能 を阻 害 しないものであること。 

（ ２ ）  流 出 土 砂 に対 し十 分 な容 量 を持 つこと 

（ ３ ）  堤 体 の安 全 性 を検 討 し、必 要 な場 合 は堤 体 の改 良 計 画 を持 つこと。 

（ ４ ）  余 水 吐 に ついて 開 発 後 の状 況 で洪 水 を安 全 に 流 下 し 得 る 構 造 を持 つか、又 は改 良 計

画 を持 つこと。 

 

VI I .  その他 の基 準  

（ １ ）  開 発 区 域 内 及 び隣 接 し て農 業 用 水 のため池 が ある場 合 は、原 則 として 周 辺 に２ ０ メート

ル以 上 の現 存 樹 林 帯 を存 置 するとともに、現 況 を保 全 できる防 災 措 置 が講 じられていること。 

（ ２ ）  洪 水 調 整 池 、沈 砂 池 、灌 漑 用 ため池 等 のうち、２ つ以 上 の 目 的 に 兼 用 する 場 合 は、有

効 量 をそれぞれの計 算 された容 量 の合 計 の２ ０ パーセント増 とされていること。 

（ ３ ）  沈 砂 堆 積 推 定 線 を明 確 にし て 、洪 水 調 節 量 が 不 足 に な ら な いよう十 分 配 慮 さ れ て いる 

こと。 

（ ４ ）  道 路 又 はゴ ルフ場 の コ ースを防 災 ダ ム 又 は貯 水 ダム 堤 体 とし て 利 用 す る 場 合 は、コン ク 

リート重 力 式 ダム等 の基 準 に適 合 する構 造 とされていること。 

 

VI I I .  防 災 堰 堤 （ コンクリート重 力 式 ） の構 造  

調 整 池 の設 置 位 置 は、雨 水 の集 水 区 域 、集 水 経 路 、地 形 、地 質 等 から総 合 的 に検 討 すること。

軟 弱 地 盤 上 には設 置 を計 画 しないこと。 

防 災 堰 堤 の構 造 は、原 則 として砂 防 事 業 設 計 要 領 （ 岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂 防 課 編 ） を準 用 す

るほか、次 によるものとする。 

 

VI I I-1  本 堤  

（ １ ）  地 質 調 査  

 基 礎 地 盤 の土 質 、地 層 構 成 、地 盤 の透 水 性 について必 要 な調 査 を実 施 するものとする。

堤 体 軸 線 上 で３ ヶ所 以 上 ボーリングを行 うことを原 則 とする。現 場 の状 況 により、試 掘 、弾 性

波 探 査 等 も適 宜 組 み合 わせて実 施 すること。また、原 則 として透 水 試 験 を行 い、透 水 性 の

確 認 を行 うこと。 

（ ２ ）  ダムの方 向  

 水 通 し中 心 線 において下 流 流 心 線 に直 角 であること。 

（ ３ ）  天 端 幅  

 原 則 として１ ． ５ メートル以 上 とする。 

（ ４ ）  水 通 し断 面  

 １ ０ ０ 年 確 率 で想 定 され る降 雨 強 度 におけるピーク流 量 の１ ． ２ 倍 以 上 の 流 量 が 放 流 し
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得 るものであること。ただし、沈 砂 単 独 堰 堤 については、ピーク流 量 の１ ． ２ 倍 を１ ． ０ 倍 とす

ることが出 来 る。 

（ ５ ）  基 礎 根 入 れ軸 の両 岸 への貫 入 深 さ及 び断 切 勾 配  

 形 状 、寸 法 は、図 ８ － ５ － １ 及 び表 ８ － ５ － １ による。 

 段 切 りは、直 高 で最 大 ５ ． ０ メートルまでとし、水 平 にステップを設 ける。段 切 勾 配 は、表 ８

－ ５ － ２ による。 

 

図 ８ － ５ － １  

土砂の場合岩盤の場合
Ａ

Ｂ

Ｂ1：
ｎ ｈ

Ｗ≧1.0ｍ

Ａ

継目の箇所は、

０ . ５ ｍ のス テッ

プを設ける

ｈ は５ ｍ以下と し 、 一般的

には１ .０ ～３ . ０ ｍにする

一般に水通し堤

高と 同高と する

１ . ０ ～０ .５ ｍと する

 

 

表 ８ － ５ － １  

 
Ａ の 寸 法

（ m）  
Ｂ の寸 法 （ m）  

下 流 促 最 小 根 入 れ

（ m）  

土 砂  ３ ． ０ 以 上  ３ ． ０ 以 上  ２ ． ０ 以 上  

軟 岩  ２ ． ５ 以 上  ２ ． ０ 以 上  １ ． ５ 以 上  

中 硬 岩 ･硬 岩  ２ ． ０ 以 上  １ ． ５ 以 上  １ ． ０ 以 上  

 

表 ８ － ５ － ２  

土   質  段 切 勾 配  備   考  

土 砂  １ ： ０ ． ５  ダ ム 軸 に 直 角 方 向 の 掘 削 法 勾 配 も 本 表 に

準 ずる。 

袖 部 の 掘 削 に お い て 直 高 ５ メ ー ト ル 以 上 の

切 勾 配 は 一 般 的 に 、 岩 盤 は １ ： ０ ． ３ 、 そ の 他

は１ ： ０ ． ６ とする。 

礫 混 じり土 ･転 石 混 じり土  １ ： ０ ． ５  

軟 岩  １ ： ０ ． ２  

中 硬 岩 ･硬 岩  １ ： ０ ． ２  

 

（ ６ ）  間 詰  

 地 盤 が 岩 盤 の 場 合 は、基 礎 及 び両 岸 かん入 部 ともコンクリート埋 め戻 しとすること。地 盤

が砂 礫 の場 合 は、基 礎 部 は砂 礫 で埋 め戻 し、コンクリートマット等 で保 護 すること。両 岸 かん

入 部 は練 りブロック、コンクリートマット等 で保 護 するものとする。 

（ ７ ）  ブロック割 施 行  

 コンクリートの収 縮 を考 えて分 割 長 ７ ． ５ メートルから１ ５ メートル程 度 とすること。目 地 には

止 水 上 有 効 な止 水 板 を設 けること。その位 置 は上 流 側 法 面 より０ ． ５ メートルで法 面 に沿 わ

せて設 ける。 
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 水 通 しの部 分 には目 地 を設 けないこと。また、水 通 し肩 から３ メートル以 上 （ やむを得 ない

場 合 は１ ． ５ メートル以 上 ） 離 すこと。 

（ ８ ）  水 通 し断 面 の形 状  

 水 通 し断 面 は原 則 として梯 形 とし、その形 状 は次 によるものとする。 

ア  水 通 し幅 は、下 流 部 の地 形 等 を考 慮 した上 で出 来 るだけ広 くする。 

イ  袖 小 口 の勾 配 は、原 則 として５ 分 とする。 

ウ  余 裕 高 は０ ． ６ メートル以 上 とする。 

（ ９ ）  水 抜 き穴  

 沈 砂 単 独 堰 堤 の 水 抜 き 穴 は、原 則 として設 けな いものとするが、流 出 土 砂 形 態 により設

ける場 合 は適 切 な断 面 （ ０ ． ５ メートル以 下 ） の正 方 形 または円 形 とする。最 上 段 の水 抜 き

穴 は、水 通 し天 端 より１ ． ５ メートル以 上 下 げ、各 孔 は縦 方 向 に重 ならないようにすること。 

（ １ ０ ）  水 通 し断 面 算 定  

 断 面 形 が梯 形 の場 合 、接 近 速 度 を無 視 すれば 

    10 B2B32ghh
15
2Q       

  Q： 計 画 流 量 （ sec
m3

） 、α： 越 流 係 数 （ 0.6） 、h： 縮 流 前 の越 流 水 深 （ m） 、 

  0B ： 水 通 長 ［ 底 幅 ］ （ m） 、 1B ： 水 通 長 ［ 上 幅 ］ （ m） 、g： 重 力 加 速 度 （ 9.8 2sec
m ）  

  α=0.6、両 側 法 を５ 分 とすれば、   2
3

h0.0708hB1.771Q 0     

  α=0.6、両 側 法 を１ 割 とすれば、   2
3

h1.417hB1.771Q 0     

 

図 ８ － ５ － ２  

 

（ １ １ ）  安 定 計 算  

 安 定 計 算 に用 いる加 重 は自 重 及 び静 水 圧 とする。 

ア  静 水 圧  

  
W0 HWP    

  P： 静 水 圧 （ 2m
t ） 、 0W ： 水 の単 位 体 積 重 量 （ 3m

t ） 、 WH ： 任 意 の点 の水 深 （ m）  

 安 定 計 算 は平 常 時 及 び洪 水 時 の越 流 部 断 面 と非 越 流 部 断 面 について算 定 するも

のとする。 

イ  安 定 計 算 に用 いる数 値  

 ダム用 コンクリートの単 位 体 積 重 量  2.3 3m
t  

 流 水 の単 位 体 積 重 量 （ 𝑊 ）  1.2 3m
t  

Ｂ1

Ｂ0

Ｈ･Ｗ･Ｌ

h′

h

（注）下流の渓幅を考慮して水通し幅を決定すること
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 土 圧 係 数 （ Ce）  0.3～ 0.6  

 コンクリートの許 容 応 力 度 （ 2cm
kg

）  圧 縮 ： 40   せん断 ： 5  

 地 盤 の許 容 支 持 力 、せん断 応 力 については地 盤 の種 類 によること。 

ウ  安 定 条 件  

 堤 体 自 重 及 び外 力 の和 が堤 底 の中 央 １ /３ に入 るようにすること。 

 滑 動 に対 する安 全 率 は１ ． ５ 以 上 とすること。 

 堤 体 及 び基 礎 地 盤 の最 大 応 力 度 が許 容 応 力 度 を超 過 しないこと。 

エ  断 面 形 状  

 越 流 部 断 面 と非 越 流 部 断 面 とは同 一 とすることを原 則 とする。 

 下 流 部 法 勾 配 は１ ： ０ ． ２ を標 準 とするが、土 砂 の発 生 状 況 を考 慮 してやむを得 ない

場 合 は１ ： ０ ． ３ まで緩 くすることが出 来 る。 

オ  袖 の構 造  

 袖 天 端 は原 則 として１ ． ５ メートル以 上 とする。 

 袖 天 端 の勾 配 は、原 則 として水 平 とすること。ただし、沈 砂 単 独 堰 堤 について、流 出

土 砂 形 態 により、袖 勾 配 を設 ける場 合 は計 画 渓 床 勾 配 と同 程 度 またはそれ以 上 とする

こと。 

 やむを得 ず袖 を曲 げる場 合 は、上 流 側 に折 り曲 げること。折 れ角 は４ ５ 度 以 下 とする

こと。 

（ １ ２ ）  調 整 孔 の穴 の大 きさの決 定  

 安 定 計 算 に用 いる加 重 は自 重 及 び静 水 圧 とする。 

 孔 の大 きさの決 定 は次 式 によるものであること。 

  

2ghC
QA

2ghACQ

 
  

   
 

  Q： 下 流 への可 能 放 流 量 （ sec
m3

） 、A： 放 流 孔 断 面 積 （ 2m ） 、 

  C： 係 数 （ 表 ８ － ５ － ３ による） 、g： 重 力 加 速 度 （ 9.8 2sec
m ） 、 

  h： 放 流 孔 断 面 中 心 からＨ Ｗ Ｌ までの水 深 （ m）  

 調 整 孔 と水 通 し天 端 より１ ． ５ メートル以 上 確 保 することを原 則 とする。 

 

表 ８ － ５ － ３  

 係 数 の範 囲  標 準 値  

ベルマウス付 呑 み口  ０．８５～０．９５ ０．９０ 

呑 み口 部 分 を板 で覆 ったもの ０．７０～０．９０ ０．８０ 

箱 抜 き型  ０．６０～０．８０ ０．７０ 

 

（ １ ３ ）  調 整 孔 の構 造  

 調 整 孔 の穴 はゴミ等 により閉 塞 しない構 造 であること。スクリーンは調 整 孔 の断 面 積 の２ ０

倍 以 上 の面 積 を有 するものとすること。 

 

VI I I-2  垂 直 壁  

（ １ ）  高 さ 

 水 通 し天 端 は渓 流 面 より高 めないこと。 

（ ２ ）  天 端 幅  

 原 則 として１ ． ０ メートル以 上 とすること。ただし、水 叩 き厚 が７ ０ センチメートル以 上 の場 合

は水 叩 き厚 と同 じにすることが出 来 る。 
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（ ３ ）  基 礎 の根 入 れ 

 水 通 し天 端 を現 河 床 に あわせて、根 入 れの深 さは水 叩 き下 端 より１ ． ５ メートル以 上 とす

る。ただし、岩 盤 の場 合 は１ ． ０ メートルとすることが出 来 る。（ 図 ８ － ５ － ３ を参 照 ）  

（ ４ ）  袖  

 袖 は必 ず設 け、本 堤 に準 じ両 岸 に取 付 け洪 水 等 に対 して絶 対 に越 流 させないこと。勾 配

は水 平 とする。 

（ ５ ）  水 通 し断 面  

 水 通 し断 面 は本 堤 の水 通 し断 面 とする。 

（ ６ ）  断 面 の形 状  

 垂 直 壁 の下 流 法 勾 配 は、原 則 として２ 分 、上 流 勾 配 は直 とする。袖 は両 側 共 直 とする。 

（ ７ ）  垂 直 壁 の方 向  

 地 形 の状 況 により本 堤 を下 流 の流 心 に対 して直 角 に出 来 なく、かつ、潜 り堰 とならない場

合 は、垂 直 壁 を下 流 流 心 に対 して直 角 にする。（ 図 ８ － ５ － ４ を参 照 ）  

 ダムの方 向 を下 流 の流 心 に直 角 に定 め難 く潜 り堰 とならない場 合 、副 ダム又 は水 叩 き工

法 の垂 直 壁 を下 流 の流 心 に直 角 にする。 

 

図 ８ － ５ － ３  

2.0以上 2.0以上

2.0
以
上

0.
5 ～

1.
0

0.
6 ｍ Ｄ（Ｄ≧0.7ｍ）

水叩厚と同じ

1.5ｍ以上

（岩盤の場合は1.0以上）

1
：
0.
2 水叩

 
図 ８ － ５ － ４  

本堤

垂直壁

取りあい護岸

所
定

の
水

叩
長

 

 

（ ８ ）  先 掘 防 止 対 策  

 水 叩 き工 下 流 に必 要 に応 じて護 床 工 を設 けること。護 床 工 は、根 固 めブロック又 はフトン

籠 等 を使 用 する。護 床 工 の必 要 長 さは水 叩 き長 の
２

１ を標 準 とする。 
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VI I I-3  水 叩 き  

（ １ ）  勾 配  

 水 叩 き天 端 を垂 直 壁 の水 通 し天 端 と同 高 とし、原 則 として水 平 とすること。やむを得 ない

場 合 も現 渓 床 勾 配 の
２

１ までとし、かつ、最 急 勾 配
１５

１ 以 内 とすること。 

 やむを得 ず垂 直 壁 の水 通 し天 端 と下 流 渓 床 との落 差 が生 じた場 合 は、更 に、第 ２ 水 叩 き

工 を設 けること。 

（ ２ ）  厚 さ 

 水 叩 き厚 さは次 式 により求 めるものとする。 

  

  

1.09
0.15h0.450.09hT

Thh
1h30.6h0.15T

1

10

0

  
  

  
   

 

  T： 水 叩 き厚 さ（ m） 、 0h ： 有 効 落 差 ※ 10（ m） 、 1h ： 本 堤 高 （ m） 、h： 越 流 水 深 （ m）  

 ただし、水 叩 き厚 さは０ ． ５ メートル以 上 とする。 

（ ３ ）  水 叩 きの長 さの決 定  

 次 式 により求 めるものとする。 

    10 hnhh1.5L     

 L： 水 叩 き長 さ（ m） 、 0h ： 有 効 落 差 （ m） 、 1h ： 本 堤 高 （ m） 、h： 越 流 水 深 （ m） 、n： 表 法 勾

配  

 た だ し 、 ダ ム 工 、 床 固 工 等 に お い て は 、   hh1.5 0  と す る の は 上 式 の 通 り で あ る が 、

0.5h
h

0
  

 
  

 
 の場 合 は、   10 hnhh2.0L    とすること。 

（ ４ ）  水 通 し断 面  

 本 堤 直 下 の 水 叩 き 幅 は、原 則 として 本 堤 水 通 し 幅 以 上 とし、垂 直 壁 取 り付 け 部 は垂 直

壁 の水 通 し断 面 にあわせること。 

 

図 ８ － ５ － ５  

（側 壁）

（水 叩）

１：ｎ

ｈ

ｈ1

１
：
ｍ

ｌ

ｈ0

副

堤

本

堤

 

 

VI I I-4  側 壁  

（ １ ）  高 さ 

 側 壁 護 岸 の高 さは、垂 直 壁 の袖 天 端 に取 付 け上 流 に向 かって天 端 を水 叩 き勾 配 以 上 と

 
※1 0  有効落差は、水叩き勾配が水平でない場合は、勾配×水叩きの長さだけ落差を加算すること。 
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すること。 

（ ２ ）  基 礎  

 水 叩 き基 礎 と同 高 とすること。 

（ ３ ）  厚 さ４ ０ センチメートル以 上 のコンクリート又 はブロック積 みとすること。水 抜 きは、７ ． ５ セン

チメートル以 上 程 度 の塩 化 ビニル管 とし、３ 平 方 メートルに１ ヶ所 の割 合 で設 けること。 

 

VI I I-5  安 全 棚  

危 険 防 止 上 、人 間 が立 入 りやすい場 所 には高 さ１ ． ８ メートル以 上 の安 全 柵 を設 けるものと

する。（ 忍 び返 しを付 けることを標 準 とする。） 耐 久 性 のある材 料 を選 定 し、管 理 上 施 錠 でき

る門 扉 を検 討 すること。 

 

IX.  床 固 工 の構 造  

（ １ ）  高 さは５ ． ０ メートル内 外 とし、越 流 水 深 を含 め総 落 差 ３ ． ０ から３ ． ５ メートルを限 度 とする。 

（ ２ ）  構 造 については、防 災 堰 堤 （ コンクリート重 力 式 ） に準 じて設 計 するものとする。 

 

X.  平 坦 地 において水 深 の浅 い調 整 池 を設 置 する場 合  

（ １ ）  敷 地 が平 坦 であり、開 発 区 域 外 への排 水 先 の高 さの関 係 で掘 込 型 の調 整 池 も設 置 でき

ない場 合 は、小 堤 式 又 は浅 い掘 込 式 の水 深 の浅 い調 整 池 を設 置 することになる。この場 合

に、調 整 池 を駐 車 場 等 にも併 用 する場 合 は、注 意 看 板 等 を設 置 するほか、安 全 上 、管 理

上 十 分 に配 慮 すること。 

（ ２ ）  調 整 孔 の設 置 は、敷 地 内 の排 水 溝 の末 端 に調 整 孔 を設 けた分 水 桝 を設 け、開 発 区 域

外 へ排 水 するものとする。排 水 桝 は維 持 管 理 上 支 障 のない大 きさとすること。 

（ ３ ）  調 整 池 の周 囲 に小 堤 を設 置 する場 合 は、天 端 幅 を１ ． ０ メートル以 上 確 保 する。調 整 池

周 囲 の余 裕 高 は、０ ． １ メートル以 上 、かつ、越 流 高 の１ ． ２ 倍 以 上 確 保 するものとする。 

 コンクリート造 の場 合 は、滞 水 時 に漏 水 が生 じない構 造 とし、かつ、構 造 計 算 により安 全

性 を確 認 すること。 

（ ４ ）  洪 水 吐 きについて、土 地 利 用 及 び周 辺 の地 形 を考 慮 し、設 置 場 所 、越 流 幅 及 び越 流 部

分 の大 きさについては十 分 配 慮 すること。 

（ ５ ）  調 整 孔 からの放 流 先 及 び洪 水 吐 きからの放 流 先 を暗 渠 とする場 合 については、調 整 孔

の最 小 径 は管 理 上 １ ０ センチメートル以 上 とすることが望 ましいが、やむを得 ず１ ０ センチメー

トル未 満 とする場 合 はスクリーンを二 重 にすること。 

 

XI .  調 整 池 の維 持 管 理  

（ １ ）  調 整 池 では、原 則 として出 水 時 の監 視 に際 し、貯 留 状 況 のチェックが行 えるよう、水 位 標

を設 置 するものとする。 

（ ２ ）  放 流 部 スクリーンのごみの除 去 、堆 砂 の除 去 、除 草 、各 部 の点 検 などに際 し作 業 が円 滑

に行 えるように、必 要 に応 じて維 持 管 理 のための通 路 、タラップ等 の設 備 を設 置 するものと

する。また、堆 積 土 砂 の搬 出 方 法 についても検 討 を行 うこと。 

（ ３ ）  衛 生 上 、景 観 上 の配 慮 から必 要 に応 じ、低 水 用 排 水 路 の設 置 及 び底 面 処 理 を行 うもの

とする。 

（ ４ ）  その他 維 持 管 理 については、「 宅 地 開 発 に伴 い設 置 される流 出 抑 制 施 設 の設 置 及 び管

理 に関 するマニュアルについて※ 11」 を参 考 とすること。 

 

 
※1 1  平成１２年７月２７日付け建設省経民発第１４号、建設省都下公発第１８号、建設省河環発第３５号 

-252-



技術基準編 

 

 

第９章  公益的施 設  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ６ 号   

当 該 開 発 行 為 の目 的 に照 らして、開 発 区 域 における利 便 の増 進 と開 発 区 域 及 びその周 辺

の地 域 における環 境 の保 全 とが図 られるように公 共 施 設 、学 校 その他 の公 益 的 施 設 及 び開 発

区 域 内 において予 定 される建 築 物 の用 途 の配 分 が定 められていること。 

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ １ 号   

４ ０ ヘクタール以 上 の 開 発 行 為 にあって は、当 該 開 発 行 為 が 道 路 、鉄 道 等 による 輸 送 の便

等 からみて支 障 がないと認 められること。 

 

令 第 ２ ７ 条   

主 と し て 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う ２ ０ ヘ ク タ ー ル 以 上 の 開 発 行 為 に あ っ て は 、  

当 該 開 発 行 為 の規 模 に応 じ必 要 な教 育 施 設 、医 療 施 設 、交 通 施 設 、購 買 施 設 その他 の公 益

的 施 設 が 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 応 じ 居 住 者 の 有 効 な 利 用 が 確 保 さ れ る よ うな 位 置 及 び 規 模 で 

配 置 されていなければな らない。ただし、周 辺 の 状 況 により必 要 がな いと認 められるとき は、この

限 りでない。 

 

 

第 １ 節  交 通 施 設 の配 置  

開 発 区 域 の面 積 が２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 にあっては、公 共 交 通 施 設 の設 置 について

公 共 交 通 （ 鉄 道 、路 線 バス等 ） 事 業 者 と協 議 すること。 

なお、開 発 区 域 の 面 積 が４ ０ ヘクタール以 上 の 開 発 行 為 にあって は、鉄 軌 道 施 設 管 理 者 と法

第 ３ ２ 条 第 ２ 項 に基 づく協 議 を要 す。 

 

 

第 ２ 節  集 会 所  

（ １ ）  主 として戸 建 住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う計 画 戸 数 １ ０ ０ 戸 以 上 の開 発 行 為 等

にあっては、次 に掲 げる基 準 により集 会 所 用 地 を確 保 すること。なお、用 地 の管 理 等 につい

ては、別 途 協 議 すること。 

ア  開 発 区 域 内 に居 住 する者 の利 用 を勘 案 し、適 正 に配 置 すること。 

イ  原 則 として、公 園 等 公 共 空 地 に接 して配 置 すること。 

ウ  利 用 対 象 者 の居 住 する区 画 からの距 離 、道 のり等 がほぼ等 距 離 となる位 置 とすること。 

エ  道 路 に接 した整 形 な区 画 とすること。 

オ  大 規 模 な開 発 行 為 等 の場 合 には、設 置 箇 所 数 について市 長 と協 議 すること。 

カ  設 置 面 積 は、１ 戸 あたり１ 平 方 メートル以 上 、最 小 区 画 面 積 １ ６ ５ 平 方 メートル以 上 とす

ること。 

（ ２ ）  主 として共 同 建 住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う計 画 戸 数 ５ ０ 戸 以 上 の開 発 行 為 等

にあっては、利 用 形 態 に照 らし、必 要 な床 面 積 の集 会 施 設 を配 置 すること。 
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第 ３ 節  教 育 施 設 等  

主 として住 宅 の建 築 の 用 に供 する目 的 で行 う２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 等 にあっては、教

育 施 設 、医 療 施 設 、福 祉 施 設 等 の設 置 について市 長 と協 議 すること。 

義 務 教 育 施 設 の設 置 については、法 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 に基 づく協 議 を要 す。 

 

 

第 ４ 節  購 買 施 設  

主 として住 宅 の建 築 の 用 に供 する目 的 で行 う２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 等 にあっては、購

買 施 設 （ 日 用 品 小 売 、スーパーマーケット等 ） を適 正 に配 置 すること。 
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第１０章  資料  

第 １ 節  浸 透 処 理 施 設 （ 浸 透 桝 ） により処 理 する場 合  

放 流 先 の 排 水 能 力 が利 水 その他 の 状 況 を勘 案 してやむを得 ないと認 められる場 合 、又 は、将

来 、下 水 道 が設 置 されるまでの間 、下 記 の適 用 基 準 に定 めるところにより雨 水 （ 処 理 された汚 水 及

びその他 の汚 水 で、これと同 等 程 度 以 上 の清 浄 である場 合 を含 む。） は、地 下 浸 透 処 理 をすること

ができる。 

基 本 事 項  

（ １ ）  開 発 区 域 の面 積 が１ ， ０ ０ ０ 平 方 メートル未 満 であること。 

（ ２ ）  開 発 行 為 の目 的 が、自 己 の居 住 の用 に供 する目 的 であること。 

（ ３ ）  開 発 区 域 から１ ０ ０ メートル以 内 に適 当 な放 流 先 がないこと。 

（ ４ ）  開 発 区 域 及 びその周 辺 の住 戸 等 の飲 料 水 が上 水 道 でまかなわれていること。 

（ ５ ）  開 発 区 域 から周 辺 ５ ０ メートル以 内 に飲 料 水 として使 用 している井 戸 がないこと。 

（ ６ ）  屎 尿 浄 化 水 及 び工 場 排 水 等 衛 生 上 支 障 があるものは、放 流 しないこと。 

（ ７ ）  生 活 排 水 は、浸 透 処 理 施 設 に放 流 しないこと。 

（ ８ ）  地 下 浸 透 処 理 施 設 については、管 理 責 任 者 が将 来 にわたって明 確 であること。 

 浸 透 処 理 施 設 は、公 共 施 設 として設 計 説 明 書 に、種 別 ･個 数 ･管 理 者 ･内 容 を明 記 し、

許 可 条 件 に管 理 義 務 の条 件 を付 加 する。 

（ ９ ）  地 下 浸 透 処 理 施 設 の設 置 場 所 については、道 路 等 の公 共 施 設 用 地 内 には設 けないこ

と。 

（ １ ０ ）  透 水 係 数 については、０ ． ３ ミリメートル毎 秒 以 下 として計 算 すること。ただし、浸 透 試 験 等

により求 めた係 数 については、その数 値 を使 用 することができる。（ 透 水 係 数 を決 定 した資

料 を提 出 する。）  

（ １ １ ）  浸 透 処 理 施 設 の 調 査 、計 画 、設 計 、施 工 、維 持 管 理 等 に あたって は、「 宅 地 開 発 に 伴

い設 置 される浸 透 施 設 等 設 置 技 術 指 針 ※ 12」 によること。 

（ １ ２ ）  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、地 すべり防 止 区 域 、地 下 へ雨 水 を浸 透 さ せることによって 法

面 の安 全 性 が損 なわれるおそれのある地 域 又 は地 下 へ雨 水 を浸 透 させることによって他 の

場 所 の居 住 及 び自 然 環 境 を害 するおそれのある地 域 には設 置 しないこと。 

 

  

 
※1 2  平成１０年２月、建設省建設経済局民間宅地指導室 
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第 ２ 節  洪 水 調 節 必 要 容 量 算 定 法  

I .  計 算 方 法  

 

図 １ ０ － ２ － １  

A： 開 発 面 積 （ ha） 、 1A ： ア地 点 の集 水 面 積 （ ha） 、 2A ： イ地 点 の集 水 面 積 （ ha） 、 3A ： ウ地

点 の 集 水 面 積 （ ha ） 、Q： 開 発 区 域 の 許 容 放 流 量 （ sec
m3

） 、 1Q ： ア 地 点 の 現 況 流 下 能 力

（ sec
m3

） 、 2Q ： イ地 点 の現 況 流 下 能 力 （ sec
m3

） 、 3Q ： ウ地 点 の現 況 流 下 能 力 （ sec
m3

）  

 

（ １ ）  下 流 河 川 等 の現 況 流 過 能 力 の最 小 値 を調 査 する。調 査 範 囲 は、 

 ２％≦１００
集水面積

開発面積
  

 
 

 
 
 

となる地 点 までとする。 

（ ２ ）  下 流 河 川 等 の 現 況 流 下 能 力 の 最 小 値 を 見 つ け る 。 下 流 河 川 等 の 流 下 能 力 の 変 化   

地 点 ごとに比 流 量 を算 出 し、その比 流 量 が最 小 となる地 点 の流 量 を用 いる。 

ア  現 況 流 下 能 力 の算 出  

  
nnn aVQ    

  
nQ :下 流 河 川 等 の現 況 流 下 能 力 、

nV :下 流 河 川 等 の流 速 （ マニング公 式 ）  

  
na :下 流 河 川 等 の断 面 積  

イ  比 流 量 の算 出  

  

n

n

A
Q

 nA :集 水 面 積 （ ha）  

ア地 点 …

1

1

A
Q

、イ地 点 …

2

2

A
Q

、ウ地 点 …

3

3

A
Q

のうち、最 小 値 を選 ぶ。 

ウ  図 １ ０ － ２ － １ の場 合  

比 流 量 の最 小 地 点 はイ地 点 となり、流 量 は 2Q となる。 

（ ３ ）  洪 水 調 整 池 設 置 の必 要 性 を検 討 する。 

ア  流 下 能 力 最 小 地 点 での３ ０ 年 確 率 計 画 洪 水 流 量 Q’を次 式 により算 出 する。 

 （ 図 １ ０ － ２ － １ の場 合 ……現 況 流 下 能 力 最 小 地 点 →イ地 点 ）  

（Ａ）
Ｑ

ウ

イ

ア

(Ａ１)

(Ａ２)
(Ａ３)

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

流過能力最小地点
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nn Arf
360

1Q     '
 

  Q’ :３ ０ 年 確 率 計 画 洪 水 流 量 （

sec
m3 ） 、r :３ ０ 年 確 率 降 雨 強 度 （

hr
mm ） 、 

  
nf :現 況 流 下 能 力 最 小 地 点 の集 水 区 域 内 の平 均 流 出 係 数  

イ  洪 水 調 整 池 の必 要 性 の有 無  

  

ウ  洪 水 調 整 池 が 不 要 か、必 要 とされる場 合 であっても、その比 流 量 が 大 き い場 合 は、河

川 への負 担 を増 大 させないよう極 力 適 切 な調 整 池 を設 けることとする。 

 この場 合 は、比 流 量 （ 0.226
ha

secm3
） と比 較 して、小 さい方 の比 流 量 により許 容 放 流

を算 定 するものとする。 

 

-----調 整 池 が必 要 である場 合 ----- 

（ ４ ）  開 発 区 域 からの許 容 放 流 量 （ Q） を算 出 する。 

 n
n

Q
A
AQ    

（ ５ ）  許 容 放 流 量 に対 応 する降 雨 強 度 を算 出 する。 

 
Af

360Qrc
 

   

 rc :許 容 放 流 量 に対 応 する降 雨 強 度 （ hr
mm ） 、 f :開 発 区 域 内 の平 均 流 出 係 数  

（ ６ ）  洪 水 調 節 必 要 容 量  

  AfFrcV     

  V :洪 水 調 節 必 要 容 量 （ 3m ） 、 

  Frc :第 ８ 章 第 ５ 節 II I .（ ４ ） により（ ５ ） の rc に対 応 した値 をとる。 

 

  

'QQn  の場 合 ‥‥洪 水 調 整 池 不 要  

'QQn  の場 合 ‥‥洪 水 調 整 池 必 要  
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I I .  計 算 例  

 

図 １ ０ － ２ － ２  開 発 区 域 内 面 積  A=10ha  

ア

ウ

イ

開発地

Ａ＝10ha

Ａ１＝50ha
Ｑ１＝12ｍ３／ｓ

Ａ２＝100ha
Ｑ2＝20ｍ３／ｓ

Ａ3＝200ha

Ｑ2＝60ｍ３／ｓ

 

（ 開 発 地 の流 出 係 数 ）  

普 通 林 地  2ha（ 流 出 係 数 0.8）  

裸 地   8ha（ 流 出 係 数 1.0）  

平 均 流 出 係 数  0.96
10

1.080.82f  
   

  

（ イ地 点 の集 水 区 域 の流 出 係 数 ）  

普 通 林 地  52ha（ 流 出 係 数 0.8）  

裸 地   8ha（ 流 出 係 数 1.0）  

農 地   40ha（ 流 出 係 数 0.6）  

平 均 流 出 係 数  0.74
100

0.6401.080.852f2  
     

  

 

（ １ ）  下 流 河 川 等 の現 況 流 過 能 力 の最 小 値 を見 つける。 

 ア地 点 ‥‥‥ 0.24
50
12

A
Q

1

1   
ha

secm3

 

 イ地 点 ‥‥‥ 0.20
100
20

A
Q

2

2   
ha

secm3

 

 ウ地 点 ‥‥‥ 0.30
200
60

A
Q

3

3   
ha

secm3

 

  ∴ イ地 点 が最 小 地 点 ‥‥‥ 20.0Q2  sec
m3

 

（ ２ ）  洪 水 調 整 池 設 置 の必 要 性 を検 討 する。 

ア  流 下 最 小 地 点 での３ ０ 年 確 率 計 画 洪 水 流 量 Q’を算 出 する。 

A  イ地 点 の流 域 面 積 ‥‥ 100haA2   

B  イ地 点 の流 域 面 積 による洪 水 到 達 時 間 ‥‥３ ０ 分 （ 表 ８ － ２ － ３ 参 照 ）  

C  ３ ０ 年 確 率 降 雨 強 度 ‥‥r=116
hr

mm （ 表 ８ － ２ － ２ 参 照 ）  

D  平 均 流 出 係 数 ‥‥ 0.74f2   

-258-



技術基準編 

 

 

イ  22 Arf
360

1Q     '  1001160.74
360

1
       ∴ 23.84Q  '

sec
m3  

ウ  洪 水 調 整 池 の必 要 性 の有 無  

 
2Q （ 20.0

sec
m3 ） ＜ 'Q （ 23.84

sec
m3 ）  ∴ 調 整 池 が必 要 である。 

（ ３ ）  開 発 区 域 からの許 容 放 流 量 を算 出 する。 

ア  現 況 流 下 能 力 最 小 地 点 の比 流 量 と岐 阜 地 区 比 流 量 を比 較 する。 

 

0.20
100
20

A
Q

2

2   
＜ 0.226

ha
secm3  

イ  比 較 の結 果 、小 さい方 の比 流 量 により許 容 放 流 量 を算 出 する。 

 

2

2

A
QAQ  

 
 

100
2010  

 
  ∴ Q=2.0

sec
m3  

（ ４ ）  許 容 放 流 量 に対 応 する降 雨 強 度 を算 出 する。 

  
Af

360Qrc
 

   
100.96

3602.0
 

    ∴ rc=75 hr
mm  

（ ５ ）  洪 水 調 節 必 要 容 量  

  fAFrcV      
360
ti

2
rcriFrc   

 
 

 
 
     

  

n
1

2

X2
ZX4YYti

 
 

 

 

 
 

 

     
 、

2
rcX  、   1nab

2
rc2Y      、  

 
 

 
 
     ab

2
rcbZ  

  rc=75 のとき、Frc=430.7。 ∴ V=4,134.72 3m  
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